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 はじめに  ～ 電子債権記録機関（でんさいネット）要綱 2.0 版の制定 ～  

 

電子記録債権法（平成19年6月公布、翌年12月施行）が定める電子記録債権制度は、金銭債権の取引の安全を確保することにより事業者の資

金調達の円滑化等を図ることを目的とした、既存の指名債権や手形債権とは異なる新たな金銭債権を導入する制度である。 

全国銀行協会（以下「全銀協」という）では、電子記録債権制度が今後、現行の手形交換所と同様、銀行界が担うべき重要な社会インフラに

なり得るものとの認識から、上記の電子記録債権立法の目的を具現化するため、電子債権記録機関（以下「記録機関」）の設立に向けた検討を

進めてきた。平成20年3月、全銀協は「手形代替を想定した全銀行参加型の記録機関設立に向け、具体的な検討に着手すること」を盛り込んだ

報告書「電子記録債権の活用・環境整備に向けて」を公表し、その後、利用者ニーズを吸い上げるために「電子記録債権利用推進等懇談会」を

立ち上げ、21年3月、その成果を「電子債権記録機関要綱」（以下、「要綱初版」という。）として公表した。 

全銀協において検討している記録機関は、現行の手形と同様の機能を有するスキームを想定した「手形的利用」を取引形態の前提としたもの

である。また、電子記録債権法が記録機関における支払等記録と決済の同期を義務付けていることから、記録機関と電子記録債権の利用者との

間に銀行（金融機関）が介在して資金回収の役割を発揮できる、「全銀行参加型」の記録機関の必要性を念頭に置いたものとなっている。加え

て、デジタルデバイド等の問題を克服してより多くの利用者に利便性を提供するため、利用者が記録機関に直接アクセスするのではなく、自ら

が取引する金融機関（記録機関の参加金融機関）を経由して記録機関にアクセスする「間接アクセス方式」のスキームが望ましいとの観点に立

っている。 

全銀協では、要綱初版を踏まえて具体的な電子債権記録機関の構築作業を進め、平成21年7月、電子債権記録機関の設立を正式決定した。新会

社となる記録機関の名称は、「（株）全銀電子債権ネットワーク（通称：でんさいネット）」であり、「銀行の信頼・安心のネットワークを基

盤として、電子記録債権を記録・流通させる新たな社会インフラを全国的規模で提供し、中小企業金融をはじめとした金融の円滑化・効率化を

図ることにより、わが国経済の活性化に貢献する」ことを企業理念に掲げ、開業に向けた準備を進めている。 

電子債権記録機関（でんさいネット）要綱2.0版（以下、「要綱2.0版」という。）は、業務要件定義およびシステム要件定義工程を通じた仕

様の詳細化等に関する電子債権記録機関設立準備検討部会の検討結果、ならびにでんさいネットの説明会において寄せられた利用者ニーズ等を

踏まえて、要綱初版を改正した内容となっている。全銀協では今後、この要綱2.0版を踏まえ、システム開発、総合運転試験の工程を経て、平

成24年5月の開業を目指すこととする。 
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項目 内容 備考 

１．参加金融機関 

（1）参加金融機関の位置付け 

 
○ 参加金融機関は、でんさいネットの承認を得て、記録請求等に関す
るでんさいネット業務の一部を受託して行う。 
 
○ また、利用者に係る電子記録債権の決済手段の提供および利用者の
各請求の取次ぎ業務を行うこととする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○参加金融機関から他の参加金融機関
に対する業務の再委託については、下
記「（2）参加金融機関の資格」による
「再委託先の適正な監査」を条件とし
て許容する。ただし、本人確認、利用
者申請業務や口座間送金決済にかか
る機能（でんさいネットから提供され
た決済情報から振込電文を作出（他行
為替の場合は全銀システム経由）する
機能、電子記録債権の振込における組
戻対応）等一定の業務について、再委
託不可とする取扱いについては業務
規程の検討において確定する。 
 

（2）参加金融機関の資格 ○ 参加金融機関は、全国銀行内国為替制度の加盟銀行であることを
要することとする。 
 
○ でんさいネットは、別途定める審査により、参加金融機関の資格
を取得することについて適当であると認める金融機関に対して、参
加の承認を行うこととする。 
 
 
 
○ でんさいネットが審査する際の実質的な要件として、以下を定め
ることとする。 
① でんさいネットから委託された業務（もしくは、利用者の代理
として行う業務）を確実に遂行することができる事務処理能力を
有すること。また、当該業務を再委託する場合には、再委託先に
対する監査を適正に行うことができること。 
② 利用者が当該金融機関を指定することが見込まれるなど、参加
金融機関として適正な制度運営を遂行することが見込まれるこ
と。 

 

 
 
 
○参加金融機関は参加資格取得に当り、
でんさいネットの業務委託先として
の主務大臣の承認を要する。参加金融
機関の脱退や、参加資格の剥奪・停
止・承継についても同様。 
 
○業態の中央機関と当該業態内の個別
金融機関は、いずれも参加金融機関の
資格を取得することができることと
する。 
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項目 内容 備考 

（3）参加金融機関の資格取得手続 ○ 参加金融機関は別途定める申請要領にもとづき、でんさいネット
に対して参加申請（正式加盟申請）を行うこととする。 
 

○参加申請（正式加盟申請）手続フロー
案等については、別紙Ⅰ１－１参照。 
 

（4）参加金融機関の管理 ○ でんさいネットは、別に定めるところにしたがって、電子債権記
録業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認める場合は、参加
金融機関に対し、その目的のために必要な範囲において、当該参加
金融機関の業務または財産に関して参考となるべき報告もしくは資
料の提出を請求し、または当該参加金融機関の業務または財産の状
況もしくは帳簿書類その他の物件を調査することができることとす
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 参加金融機関は、でんさいネットから報告または資料の提出を求
められた場合には遅滞なくこれに応じ、また、でんさいネットによ
る調査に対して協力しなければならないこととする。 
 
○ 参加金融機関に店舗統廃合が生じた場合の対応については、以下
の機能を実装する。 
  ①金融機関・店舗のチェック機能 
  ②口座情報の一括変更機能 
 

○でんさいネットは、以下のいずれかの
場合に該当すると判断したときに限
り、報告・資料提出の請求または調査
の実施を行うことができることとす
る。 
①参加金融機関の業務規程の遵守の
状況の調査を行う必要がある場合 
②参加金融機関の財務状況の調査を
行う必要がある場合 
③参加金融機関における受託業務の
遂行の状況の調査を行う必要があ
る場合 
④利用者の保護のために必要がある
場合 
 
 
 
 
 
 

（5）参加金融機関の参加料等 ○ 参加金融機関は、でんさいネットが定める所定の参加料等を支払
う。 
 
○ 参加金融機関は、でんさいネットシステムに記録請求を行った場
合には、所定の手数料を支払うこととする。 
 
○ でんさいネットは、債務者の指定参加金融機関に対し、口座間送
金決済委託手数料を支払う。 
 

○参加金融機関が支払う各種手数料の
要否については別紙Ⅰ１－２参照。 
 
○参加料および各種手数料の水準につ
いては、別途所定の規定において定め
ることとする。 
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項目 内容 備考 

（6）参加金融機関の脱退 ○ 参加金融機関が制度から脱退するには、でんさいネットが定める
所定の手続に沿ってあらかじめ申出を行うものとする。当該参加金
融機関は、利用者の継続利用のために必要な措置を講じたうえで脱
退するものとする。 
 
○ 参加金融機関が脱退する場合は、脱退しようとする日の一定期間
前までに、でんさいネットが別途定める脱退申請書とともに、脱退
計画書（脱退事由、脱退予定日、利用者の継続利用のための具体的
な措置、既発生の電子記録債権の消滅予定等を記載）をでんさいネ
ットに対して提出し、でんさいネットの承認を得なければならない
こととする。 
 
○ 利用者の継続利用のための具体的な措置として、以下の内容を脱
退計画に盛り込むこととする。 
 
①参加金融機関による利用者への脱退に関する通知 
自行がでんさいネットから脱退予定であることを利用者に通知
するとともに、脱退までの間に指定参加金融機関の変更が必要で
ある旨の周知を行う。 
 

②別の指定参加金融機関経由でのでんさいネットへのアクセスの確
保 
当該参加金融機関は、自行の脱退以後も制度の継続利用を希望
する利用者が以下のいずれかの方法をとることにより、自行以外
の参加金融機関経由ででんさいネットへのアクセスが可能となる
よう利用者の誘導その他必要な措置を行う。 
ア．利用者自らが、当該参加金融機関が脱退するまでの間に他の
参加金融機関を新たに指定する。 
イ．利用者につき複数の指定参加金融機関が存在する場合は、脱
退日以降は当該他の指定参加金融機関からでんさいネットにア
クセスを行う。 

 
③参加金融機関による業務継続 
上記①の通知から一定期間経過後は、脱退する参加金融機関経
由での新規発生記録等を利用者に認めないこととし、記録済みの
電子記録債権についての譲渡、変更、支払等記録、開示請求など、

○脱退手続フロー案については、別紙Ⅰ
１－３参照。 
 
 
 
○脱退計画書において、利用者の継続利
用のための措置を講じるために「参加
金融機関による利用者への脱退に関
する通知」の日から利用者の移行期間
を最低 6ヶ月間確保し、その後、期日
未到来の債権が全量消滅したことを
もって脱退可能とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
○指定参加金融機関の変更にあたって
は、既発生の電子記録債権について、
アクセスする指定参加金融機関を中
途で変更することは原則として認め
ないこととする。 
 
○当該参加金融機関の脱退以降、指定す
る参加金融機関が存在しない利用者
は利用者要件を満たさないこととな
ることから、でんさいネットは利用制
限措置または強制解約を行うことと
する。また、このような利用者が再度
の制度利用を希望する場合には、改め
て他の参加金融機関経由で利用申請
手続きを行うこととする。 
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項目 内容 備考 

法律上どうしても必要な範囲でのアクセスのみを認めるようアク
セス制限を行う。 

 
○ 当該参加金融機関が脱退する旨の他の参加金融機関への通知は、
でんさいネットが行うこととする。 
 
○ でんさいネットは、参加金融機関に対して脱退計画の実行状況の
報告を求め、必要に応じて脱退計画の更正を求めることができるこ
ととする。 
 

 
 
 
○参加金融機関の脱退は、他の参加金融
機関および利用者への影響を考慮し、
でんさいネットのＨＰ等で広く一般
に公表（周知）を行うこととする。 
 
 

（7）参加金融機関の資格の剥奪・

停止等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ でんさいネットは、参加金融機関が業務規程に定める事由に該当
した場合には、参加金融機関の資格を剥奪または停止することがで
きることとする。また、資格の剥奪・停止に当り、でんさいネット
および参加金融機関は、利用者の継続利用のために必要な措置を講
じることとする。 
 
 
【参加金融機関の資格剥奪・停止等の手続】 
○ 参加金融機関は、以下に該当する場合には直ちにでんさいネット
に対してその状況についての報告を行わなければならない。 
 
①下記【参加金融機関の資格の剥奪事由】の①～④に該当する場合
②銀行法等の法令の定めに従って臨時にその業務を休止・停止する
場合（下記【参加金融機関の資格の停止事由】参照） 
③でんさいネットから委託された業務（もしくは利用者の代理とし
て行う業務）の遂行に支障が生じ、またはそのおそれがある場合
④破産手続、会社更生手続または民事再生手続の申立を行った場合
 
○ でんさいネットは、参加金融機関に対して、以下により脱退計画、
業務一時停止計画または業務改善計画の提出を命じることができ
る。 
①参加金融機関に資格剥奪事由がある場合 脱退計画 
②参加金融機関に資格停止事由がある場合 業務一時停止計画 
③その他上記③の報告を受けた場合および前述「（4）金融機関の管
理」にもとづきでんさいネットからの請求を受けて報告が提出さ
れた場合 業務改善計画 

○参加金融機関の資格の剥奪・停止によ
り利用者に生じる損害については、で
んさいネットが責めを負わず、参加金
融機関－利用者間の取決めによるこ
ととすることが可能か等について、業
務規程の検討において確定する。 
 
 
○でんさいネットによる参加金融機関
の除名に足る事実がある場合であっ
て、でんさいネットがその旨の報告を
受けたうえで除名を決議した場合に、
脱退計画の提出を命じるものとする。 
 
 
 
 
 
○脱退計画にもとづく資格剥奪日およ
び業務一時停止計画にもとづく資格
停止日については、当該参加金融機関
と協議のうえ、利用者による制度の継
続利用を勘案して、でんさいネットが
決定する。 
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項目 内容 備考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○ 脱退計画、業務一時停止計画または業務改善計画の提出を命じら
れた参加金融機関は、でんさいネットが指定する日までにでんさい
ネットに対して計画の提出を行わなければならないものとする。 
 
○ 当該参加金融機関の資格剥奪・停止に関する他の参加金融機関へ
の通知は、でんさいネットが行うこととする。また、業務一時停止
期間終了後に当該参加金融機関が制度に復帰する旨の通知もでんさ
いネットが行うこととする。 
 
【参加金融機関の資格の剥奪事由】 
○ でんさいネットは、参加金融機関が以下のいずれかに該当する場
合に、当該参加金融機関の資格を剥奪することができるものとする。
 
①整理のためにする休業 
②破産の宣告 
③解散 
④内為制度からの脱退 
⑤でんさいネットが当該参加金融機関の除名を決定した場合 
 
○ でんさいネットは、別に定める手続により、参加金融機関が以下
のいずれかに該当すると判断した場合には、当該参加金融機関の除
名を決定することができることとする。 
 
①でんさいネット、他の参加金融機関または利用者の信用を著しく
毀損する行為があったとき 
②業務規程に著しい違反があったとき 
③でんさいネットから委託された業務（もしくは、利用者の代理と
して行う業務）を確実に遂行することができる態勢になく、また
は当該態勢が失われると見込まれる場合であって、改善の見込み
がない場合 

 
○ 参加金融機関が資格剥奪事由に該当する場合であっても、当該参
加金融機関の受皿となる金融機関との合併・事業譲渡や、承継銀行
への業務承継が行われる場合には、下記「（8）参加金融機関の組織
変更等による参加資格の承継」に則って参加資格の承継をさせるこ
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項目 内容 備考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

とができることとする。 
 
 
【資格剥奪の場合の利用者による継続利用のための措置等】 
○ でんさいネットが参加金融機関の資格を剥奪する場合に、利用者
による制度の継続利用のため、原則として当該参加金融機関が、前
述「（6）参加金融機関の脱退」と同様の措置を講じることとする。
ただし、資格の剥奪事由により、上記【参加金融機関の資格剥奪・
停止等の手続】の脱退計画の提出・履行ならびに当該参加金融機関
による業務の続行が不可能な場合には、緊急避難的に以下の措置を
行うこととする。 
 
①資格剥奪に関する利用者への通知をでんさいネットが当該参加金
融機関に代わって行う。 
②新規の発生記録は認めないこととし、既発生の電子記録債権に関
する譲渡・分割、変更記録、支払等記録、開示に限定してでんさ
いネットへの直接請求を利用者に認める。また、当該参加金融機
関について口座間送金決済は行わないこととする。 

 
【参加金融機関の資格の停止事由】 
○ でんさいネットは、参加金融機関が銀行法等法令の定めに従って
臨時にその業務を休止・停止することに伴い、でんさいネットから
委託された業務（もしくは利用者の代理として行う業務）や決済業
務を休止・停止する場合に、当該参加金融機関の資格を一定期間停
止することができることとする。 
 
○ 資格を停止される参加金融機関は、業務一時停止計画において、
休止・停止する業務の内容に応じて、上記【資格剥奪の場合の利用
者による継続利用のための措置等】に準じた対応を行うものとする。
 
【参加金融機関に対する制裁措置】 
○ 業務改善計画を提出した参加金融機関は、当該計画を履行しなけ
ればならないこととする。 
 
○ でんさいネットは、参加金融機関が採った業務改善措置が不十分
な場合には、計画の更正や更なる業務改善を命じることができるも

 
 
 
○この場合、継続利用を希望する利用者
については、新たに他の参加金融機関
を指定する、あるいは複数の指定参加
金融機関が存在する場合は、以後当該
他の指定参加金融機関からでんさい
ネットにアクセスを行う。 
 
 
 
○当該参加金融機関経由で利用者にア
クセスができない場合に、でんさいネ
ットは、当該参加金融機関にかかる利
用者ＤＢをもとにした電話、FAX 等の
運用・マニュアルベースの対応とし、
システム化の対象とはしない。 
 
○でんさいネットにおける利用者の認
証方法は、資格剥奪等となった参加金
融機関と協力のうえ、利用申請書の確
認等により運用で対応する。 
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項目 内容 備考 

のとし、参加金融機関がこれに従わない場合には、当該参加金融機
関に対する制裁措置として過怠金を課すことができるものとする。
 

（8）参加金融機関の組織変更等に

よる参加資格の承継 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 合併・分割等の組織変更を行おうとする参加金融機関は、でんさ
いネットに対して、別に定める承継金融機関に参加金融機関の資格
を承継させることを申請することができることとする。 
 
○ でんさいネットは、別に定める審査手続により適当と認めた場合
には、参加金融機関の資格承継を承認することとする。 
 
【参加資格の承継手続】 
○ 資格承継を希望する参加金融機関は、合併、会社分割または営業・
事業の譲渡を行う旨をでんさいネットに対して所定の期日までに届
け出るとともに、資格承継計画を提出してその承認を得ることとす
る。 
 
○ 組織変更を行う参加金融機関が下記①～⑦の類型のいずれかに該
当する場合には、承継者について、前述「（2）参加金融機関の資格」
および「（3）参加金融機関の資格取得手続」の新規参加金融機関に
関する資格取得手続に準じてでんさいネットが審査手続を行ったう
えで、①～⑦の各号に定める金融機関に参加金融機関の地位を承継
させることができるものとする。 
 
○ 当該参加金融機関の合併日、分割日または営業・事業の譲渡が行
われる日、ならびに参加金融機関の資格の承継先について、でんさ
いネットは他の参加金融機関に通知を行うこととする。 
 
○ 承継者については、合併（新設・吸収）、分割（新設・吸収）、電
子記録債権に係る事業譲渡の類型に応じて、以下のとおりとする。
 
①他の参加金融機関と合併して新金融機関を設立する場合 
合併により設立される金融機関  

②非参加金融機関と合併して新金融機関を設立する場合 
合併により設立される金融機関 

③非参加金融機関と合併して当該非参加金融機関が存続する場合 
合併後に存続する金融機関  
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項目 内容 備考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④分割により新設される非参加金融機関に営業の全部を承継させる
場合  
新設される金融機関  

⑤分割、営業または事業の譲渡により、営業または事業の全部を他
の非参加金融機関に承継させるまたは譲渡する場合 
営業または事業の全部を承継するまたは譲り受ける金融機関 

⑥分割または営業譲渡により、営業の一部を非参加金融機関に承継
させるまたは譲渡する場合 
営業の一部を承継するまたは譲り受ける金融機関  

⑦その他でんさいネットが承認する場合 
でんさいネットが承認する金融機関 

 
【資格承継の場合の利用者による継続利用のための措置等】 
○ 組織変更を行う参加金融機関は、合併日、分割日または営業もし
くは事業の譲渡または承継が行われる日を利用者に通知するととも
に、利用者の指定参加金融機関を自行から承継先の金融機関に変更
するための措置を行うこととする。なお、この場合に承継先の金融
機関は、組織変更を行う参加金融機関の利用者の受け入れを拒否し
てはならないものとする。 
 
○ 承継者が参加金融機関の資格要件を満たさない場合（例：内国為
替運営機構の非加盟銀行であり、組織変更後も内国為替運営機構に
参加予定のない金融機関）には、当該承継者に引き継がれることと
なる利用者は、でんさいネットへの間接アクセスを行うことができ
なくなる。この場合、組織変更を行う当該参加金融機関は、自行以
外に指定参加金融機関を持たない利用者が継続して制度を利用する
ための措置（「（6）参加金融機関の脱退」に準じた、指定参加金融機
関の変更および組織変更日までの業務継続に関する必要な措置）を
講じるものとする。 
 
○ 組織変更を行う参加金融機関が電子記録債務者または電子記録名
義人となっている電子記録債権については、原則として組織変更日
をもって一律に承継者の名義に変更するものとする。ただし、当該
組織変更が営業または事業の譲渡である場合であって、全ての電子
記録債権に係る債権・債務が承継者に帰属することが確認されない
場合には、一律の名義の変更は行わず、個別の電子記録債権ごとに

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○利用者利便を考慮し、利用者が指定参
加金融機関を承継先の金融機関に変
更するのではなく、組織変更する参加
金融機関側で一括して承継先の金融
機関に指定参加金融機関を変更する
処理を設ける。 
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項目 内容 備考 

必要に応じて譲渡記録請求・変更記録請求等の処理を行うものとす
る。 
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Ⅱ 業務編 
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項目 内容 備考 

１．利用者 

（1）利用者要件 

 
○ 以下の要件を満たし、でんさいネットおよび参加金融機関との間
で利用者契約を締結した者を制度の利用者とする。 
 
【属性要件】 
①法人または事業を営む個人、国・地方公共団体であること。 
②本邦居住者であること。 
③反社会的勢力に属するなどの利用者としての適格性の問題がない
こと 
 
【経済的要件】 
①参加金融機関に、電子記録債権の決済を行うための決済口座を開
設していること。 
②電子記録債務者（譲渡時の担保責任を除く。以下本項目において
同じ。）としての利用については、当座預金口座の開設に準じた参
加金融機関による審査により承諾されること。 
 
【利用資格要件】 
 ①電子記録債務者としての利用については、でんさいネットによる
債務者利用停止措置中でないこと。 

 ②でんさいネットにより利用制限および強制解約を受けた利用者の
うち、でんさいネットが定める一定の事由にもとづいて当該措置
を受けた利用者でないこと。 

 
○ 利用者要件のカテゴリーとして、以下を規定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○反社会勢力の取扱いについては、でん
さいネットが参加金融機関に委託し
たうえで、参加金融機関が行うことと
する（でんさいネットでは、反社リス
トは保有しない）。でんさいネットで
は、過去に利用制限措置や強制解約を
受けた者、債務者利用停止中である者
等のネガティブリストを保持し、チェ
ックを行うこととする。（なお、利用
開始後に判明した場合は、強制解約等
の手続きをとる。後掲「（5）利用者の
利用停止・利用制限・強制解約」参照）。 
 
○利用資格要件は、でんさいネットが利
用者ＤＢにおいて直接管理すること
とし、当該条件に該当するか否かのチ
ェックは、参加金融機関およびでんさ
いネットが利用者ＤＢを参照したう
えで行うこととする。 
 
○利用資格要件における「でんさいネッ
トが定める一定事由」のうち、参加金
融機関の判断によらない事由（破産、
相続等）が生じた場合は、すべての参
加金融機関で一律に利用制限等の措
置を講じたうえで、以後、利用資格欠
格者として新規の利用申請を認めな
い取扱いとする（個人事業者の場合
は、利用制限等が解除されれば新規利
用申請可。ただし、当該解除は、でん
さいネットがその妥当性を判断した
うえで行う）。（別紙Ⅱ1-1-1 参照） 
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項目 内容 備考 

 

 一般利用者 電子記録債務者 

となり得る利用者 

決済口座 

普通預金／当座預金 

普通預金／当座預金 

（ただし、参加金融機関

において当座預金に

限定することも可） 

利用者契約 利用者契約を行った顧

客 

参加金融機関の審査を

経て利用者契約を行っ

た顧客 

債務者 × ○ 

債権者 ○ ○ 

譲渡 

（担保責任有） 
○ ○ 

譲渡 

（担保責任無） 
○ ○ 

保証（譲渡時以外

の保証人として

の保証） 

× ○ 

 
○ 一般利用者から電子記録債務者となり得る利用者に変更する場
合、およびその逆の場合は、利用変更申請の手続きを行うこととす
る。 
 
○ 参加金融機関は、上記の要件に加えて、利用者契約に当って利用
者とのアクセス方法その他の上乗せ要件を定めることができる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

○各参加金融機関が上乗せして利用者

要件を定める場合の一定の基準や手

続等については、でんさいネットが指

定申請や監督上の観点から求められ

るレベルを踏まえて定める。 
 

（2）利用者への利用許可 ○ 利用者となろうとする者は、参加金融機関を通じて、別途定める
添付書類を付して利用申請書をでんさいネットに提出することとす
る。 
 
 

○利用許可に当っては、利用者・参加金
融機関・でんさいネットの三者間契約
を行う。 
 
○三者間契約では、利用者の遵守義務
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項目 内容 備考 

 
 
 
 
○ 電子記録債務者としての利用に係る審査については、でんさいネ
ットが定める利用資格（債務者利用停止措置中でない、反社会的勢
力に属していない等）を満たしていることを前提に、各参加金融機
関の取扱いに委ねる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 利用者の本人確認は、利用申込受付時に、参加金融機関がでんさ
いネットの委託を受けて行う。 
 
○ 本人確認書類の保存、本人確認済の確認も参加金融機関が行う（犯
罪収益移転防止法（以下「犯収法」という。）施行令第 11 条第 1 項
第 3号）。 
 
○ 犯収法上の取引記録の作成・保存は、でんさいネットが行う（取
引記録に記録すべき事項は、債権記録に記録されるため。なお、犯
収法上、取引記録の保存期間は７年とされていることから、債権記
録についても最低７年間は保存する）。 
 
○ 参加金融機関は、利用者との間で利用者契約を行うに当って、契

（業務規程の他、機関の定める諸規則
等を遵守しなければならない。）を定
める。 
 
○利用者は、参加金融機関を通じて利用
申請書を提出し、でんさいネットがこ
れを承認、利用者番号付与その他の手
続を経てでんさいネット（または参加
金融機関）が指定する一定の日から利
用を開始できることとする。 
 
○利用申請時の提出書類は、以下の書類
とする。 
①利用申請書 
②本人確認書類（個人の場合） 
③商業登記簿謄本（現在事項証明書）
（法人の場合） 
④印鑑証明書 
 
○利用者が複数の参加金融機関で取引
を行う場合の利用申請手続は、それぞ
れの参加金融機関に対して行う。 
 
○相続発生時の相続人に対する本人確
認は、相続人名義への変更記録請求の
際、または「利用継続届」提出時に行
う。 
 
 
 
○犯収法上の疑わしい取引の届出につ
いては、原則として参加金融機関に委
託して行うこととする。 
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項目 内容 備考 

約期間、利用可能限度額その他利用に当っての制限を設けることが
できる。 
 

（3）利用者と参加金融機関、決済

口座の関係 

○ 利用者は、利用申請にあたって、決済口座を開設する参加金融機
関を指定することとする（以下、当該参加金融機関を「指定参加金
融機関」という。）。 
 
○ 利用者がでんさいネットに記録請求等を行うにあたっては、原則
として指定参加金融機関を通じたアクセスを行うこととする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 利用者と指定参加金融機関との間のアクセス方法、認証手段につ
いては、当該指定参加金融機関が定めるところによることとする。
 
○ 利用者は、一つの指定参加金融機関に複数の決済口座を設けるこ
とができることとする。 
 
 
 
 
 
 
○ 利用者は、複数の参加金融機関を指定することができる。 
利用者が複数の参加金融機関を指定する場合には、利用申請その
他諸届の提出は、それぞれの指定参加金融機関に対して行う（利用
者管理はそれぞれの指定参加金融機関が窓口となって行うが、利用
者にはすでに他行経由で取得している利用者番号の届出を２行目以
降の申込時に義務づけるものとする。）。 
 
 

 
 
 
 
○決済口座を開設する指定参加金融機
関は、自行で利用者のための記録請求
業務等を行うものとする。ただし、カ
ットオーバー時のシステム対応等の
問題から、記録請求業務を他行に業務
委託することを許容する。業務委託を
取り止め、自行で業務を行う場合の移
行手続きに関しては、業務規程等策定
時に明確化する。 
 
 
 
 
○例えば、事業部ごとに異なる口座を利
用したい場合等において、複数の決済
口座を認めることとする。 
 
○複数の決済口座における利用者番号
については、同一の利用者番号を使用
し決済口座の口座番号で識別する。 
 
○利用者が複数の参加金融機関を指定
する場合であっても、一つの電子記録
債権については、一つの指定参加金融
機関を通じてアクセスすることとす
る。開示についても同様とする。 
 
○利用者は、一つの電子記録債権につい
て、アクセスする指定参加金融機関を
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項目 内容 備考 

途中で変更することはできないこと
とする。障害被災時を想定した場合で
あっても、参加金融機関を超えて債権
を移動するためのシステム機能は実
装しないこととする。 
 

（4）利用者による利用解約 ○ 利用者は、利用を止めたい場合は、指定参加金融機関を通じて利
用解約届をでんさいネットに提出することによって、利用者契約を
解約することができる。 
ただし、利用者が電子記録債務者または電子記録名義人となって
いる電子記録債権がすべて消滅したことを支払等記録によってでん
さいネットが確認するまでの間は、解約することができないことと
する。 
 
 
 
○ 利用者は、上記ただし書の間であっても、指定参加金融機関を通
じて新規の発生記録請求等を行わない旨の届出をでんさいネットに
提出することによって、でんさいネットへの記録請求等のアクセス
を自ら制限することができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 利用者は、でんさいネットが利用者契約の解約を承認する前に、
決済口座を解約する場合には、別の口座を決済口座として指定する
こととする。 

○利用者は、解約した後は、開示請求を
除いてでんさいネットへのアクセス
を行うことができないこととする（別
紙Ⅱ１－１－２参照）。 
 
○解約後の開示のアクセス方法および
認証手段は、指定参加金融機関の定め
によることとする（書面やＦＡＸによ
る請求に切り替える等）。 
 
○利用者が、新規の発生記録請求等を行
わない旨の届出を提出した場合には、
でんさいネットは、当該利用者による
記録請求等のアクセスを制限するこ
ととする（別紙Ⅱ１－１－２参照）。 
 
○その場合のアクセス方法および認証
手段は、指定参加金融機関の定めによ
ることとする（ＥＢ・ＩＢを従来どお
り使用する、参加金融機関に対する書
面やＦＡＸによる請求に切り替える
等）。 
 
○参加金融機関は、でんさいネットが利
用者契約の解約を承認する前に、利用
者から決済口座の解約の申し出を受
けた場合には、別の決済口座を指定す
る場合を除き、当該申出を受け付けて
はならないこととする。 
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項目 内容 備考 

（5）利用者の利用停止・利用制限・

強制解約 
 
 

○ でんさいネットは、次の場合は、利用者が新たに電子記録債務者
（譲渡時の担保責任を除く）となるための記録請求の利用を２年間
停止する措置をとることができる（以下、「債務者利用停止措置」と
いう。）。 
 
①利用者が業務規程に違反した場合 
②別途定める支払不能ルールの適用があった場合 
 
 
 
○ でんさいネットは、利用者が次に該当すると判断した場合は、利
用者による新規の発生記録請求等を制限する措置（以下、「利用制限
措置」という。）または利用者契約の強制解約を行うことができる。
 
①上記の債務者利用停止措置に係る事由が繰り返されるなどでんさ
いネットの運営を損なう行為があった場合 
②利用者の破産等の倒産手続開始 
③利用者の廃業 
④公序良俗に違反する行為を行う、反社会的勢力に属するなど適正
な制度の利用が行われないおそれがある場合 
⑤決済口座の強制解約等、利用者要件を満たさなくなった場合 
 
○ 参加金融機関は、利用者について債務者利用停止措置または利用
制限措置・強制解約に係る上記の事由（支払不能ルールの適用を除
く）が発生した場合には、直ちにでんさいネットに対して報告を行
うこととする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○債務者利用停止措置は、新規の記録請
求を禁止し、債権者として利用のみ認
めるものとする（詳細は別紙Ⅱ１－１
－２参照）。信託の受託者およびそれ
になりうる利用者が債務者利用停止
措置、利用制限措置となった場合も、
当該利用者以外の利用者が債務者利
用停止措置、利用制限措置となった場
合と同様に取扱うこととする。 
 
○でんさいネットは、当該利用者が債務
者、保証人（譲渡時担保責任を含む）、
債権者のいずれかとなっている登録
済の電子記録債権がある場合は、利用
制限措置をとり、すべての電子記録債
権が消滅したことを支払等記録によ
って確認後、強制解約の手続をとる。
すべて消滅している場合は強制解約
を行う。 
 
 
 
○利用制限措置においては、でんさいネ
ットは、登録済みの電子記録債権につ
いての譲渡、変更、支払等記録、開示
請求など、法律上必要な範囲でのアク
セスのみを認めるようアクセス制限
を行う。 
 
○支払不能ルールが適用された後につ
いても、指定参加金融機関の判断によ
り、支払不能となった債権以外の電子
記録債権を含め、当該利用者を債務者
とする口座間送金決済の取扱いの可
否を決めることができる。 
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項目 内容 備考 

○ 参加金融機関はその判断により、でんさいネットが債務者利用停
止措置または利用制限措置を行った利用者が債務者となっている既
発生の電子記録債権について、口座間送金決済の取扱いを停止する
ことができる。 
 
 
○再建型手続開始の場合の取扱いについては、以下の整理とする(下表
は民事再生法をベースとして記載)。 
 
  

状況 記録請求の可否 

保全命令発令 利用制限措置（譲渡記録請求等は不可、口座
間送金決済の対象外） 

行為制限あり 利用制限措置を継続、最終
的に強制解約も可 

再生手続開始 

行為制限なし （参加金融機関にて利用
再開を認めることを前提
に）利用制限措置を解除
し、従前の資格で利用継続

 
上記整理については、民事再生手続、会社更生手続ともに同様の方
針とする。 
 

○指定参加金融機関が決済口座を強制
解約したことに伴って、利用者が利用
制限措置となった場合には、当該参加
金融機関は一切の口座間送金決済の
取扱いを行わないこととする。 
 
○債務者利用停止措置を受けた利用者
が利用停止期間経過後において債務
者としての利用を再開したい場合、ま
たは利用制限措置・強制解約を受けた
利用者が再度通常の利用を行いたい
場合には、当該利用者は参加金融機関
を通じて改めて利用申請手続きを行
うこととする。 
 
○債務者利用停止措置は、適用日から２
年経過後に自動的に解除する（債務者
利用停止措置の適用事由となった支
払不能情報も処分日から２年間の保
有）。 
 

（6）利用者の承継（法人） ○ 法人である利用者は、合併（新設・吸収）または会社分割（新設・
吸収）に伴う一般承継がある場合には、別に定めるところにより、
指定参加金融機関を通じてでんさいネットにその旨を届け出ること
とする。 
 
 
 
 
 
○ 承継者は、利用者要件について指定参加金融機関およびでんさい
ネットの確認を経たうえで、引き続き利用者として制度を利用する
ことができるものとする。 

○当該承継者が、既存の利用者である場
合は、でんさいネットにおいて所要の
名寄せを行う。承継する者が当該金融
機関に預金口座を保有しない場合に
は、当該金融機関に預金口座を新規開
設する取扱いとする。また、承継する
者の利用状況等によっては、利用制限
あるいは強制解約となる場合がある。 
 
○電子記録債務者（譲渡時の担保責任を
除く）となり得る者についての利用者
要件の確認は、当座預金口座の開設に
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項目 内容 備考 

 
○登録済の電子記録債権は、承継者による変更記録請求があったもの
として、承継日をもって一律承継者名義に変更する扱いとする（合
併の場合は法 29 条 2項、会社分割の場合は同条 1項。会社分割の場
合も当該承継者以外に「利害関係を有する者」はないものとして承
継者単独で請求する）。 
 
 
 
 
 

準じた参加金融機関による審査を含
む。 
 
○当該承継者が、決済口座を引き継がな
い、債務者利用停止中である等により
利用者要件を満たさない場合には、不
充足の利用者要件に応じて、でんさい
ネットは当該承継者の利用について
一般利用者としての利用のみ認める
か、当該承継者につき利用制限措置ま
たは強制解約（「(5)」参照。）を行う。 
 

（7）利用者の承継（個人） ○ 個人である利用者が死亡した場合には、でんさいネットおよび指
定金融機関は、原則として当該利用者に係る記録請求等の業務およ
び口座間送金決済に関する業務を停止することとする。 
 
 
 
 
 
 
 
○ 上記にかかわらず、被相続人が債務者、保証人（譲渡時担保責任
を含む）、債権者（求償権を含む）のいずれかとなっている登録済の
電子記録債権がある場合（すべて消滅している場合を除く）には、
全ての相続人の同意のもとに所定の手続きを行うことで、でんさい
ネットは、登録済の電子記録債権が全て消滅するまでの間に限り、
新規の発生記録請求等を除く一部のサービスについて、相続人によ
る利用の継続を認めることができる。 
 
 
 
 
○ 相続人が、登録済の電子記録債権を相続人の名義に変更したい場
合には、別に定める名義変更のための手続きを行うこととする。 
 

○でんさいネットまたは指定参加金融
機関が個人である利用者の死亡を知
った場合には、直ちに相続時利用停止
措置を行うこととする（以下、相続時
の事務フロー等については別紙Ⅱ１
－２－１参照）。何らかの理由で参加
金融機関から届出がなされない場合
等には、例外的にでんさいネットの職
員が登録を行うことも可とする。 
 
○被相続人について登録済の電子記録
債権がある場合（全て消滅している場
合を除く）には、指定参加金融機関は、
全ての相続人の同意のもとに参加金
融機関を通じて届出をでんさいネッ
トに提出するよう相続人に依頼する。 
 
○相続人による利用の継続が認められ
る取引については、別紙Ⅱ１－２－３
を参照。 
 
○名義変更のための手続き事例は、別紙
Ⅱ１－２－４参照。 
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項目 内容 備考 

○相続人が複数ある場合で電子記録債権を相続分に応じて分割したい
場合には、分割を受ける相続人は利用者登録を行った上で自己に対
して当該相続分につき分割･譲渡を行う扱いとする。 
 
○ 登録済の電子記録債権が全て消滅した場合には、利用者契約は解
約するものとする。 

○事業承継に伴い相続人が利用を継続
したい場合については、当該相続人は
新たに利用者契約を行うこととする。 

（8）利用者の事業譲渡 ○ 利用者が、登録済の電子記録債権にかかる事業の譲渡を行う場合
には、別に定めるところにより、指定参加金融機関を通じてでんさ
いネットにその旨を届け出ることとする。 
 
○ 当該事業の譲渡を受ける者が利用者でない場合であって利用継続
を希望するときは、指定参加金融機関を通じて新規の利用申請手続
きを行うこととする。 
 

 
 
 
 
○事業譲渡に伴う登録済の電子記録債
権の名義変更については、事業の譲渡
者・譲受者において個別に譲渡記録請
求や名義の変更記録請求（利害関係を
有する者の同意を要する）を行うなど
必要な処置を行うこととする。 
 

（9）利用者の照会・苦情の受付・

対応 

○ 利用者からの照会・苦情の受付および対応は、原則として指定参
加金融機関が行うこととする。 

○参加金融機関が利用者から照会・苦情
を受け付けた場合は、原則として当該
照会等を受け付けた参加金融機関で
対応することとする。 
 
○参加金融機関が受け付けた苦情等に
ついては、参加金融機関およびでんさ
いネットの業務改善を図る観点から、
でんさいネットに報告し、可能な範囲
で他の参加金融機関に還元を行うこ
ととする（報告を必要とする範囲等に
ついては別途定める）。 
 
○参加金融機関で対応できない内容に
ついてはでんさいネットで対応する
こととし、でんさいネットにおいてそ
のために必要な態勢を整備する。 
 



 

21 

項目 内容 備考 

（10）利用者データベース ○ 利用者情報は、でんさいネットの利用者データベースで管理する。
 
○ 利用者データベースへの入力は、でんさいネットまたは参加金融
機関が行う。 
 

○でんさいネットの記録原簿に記録す
る「企業名（氏名）」、代表者名、住所、
口座番号等は、利用者データベースの
情報を利用者の記録請求および記録
原簿に自動的に転記することを想定。 
 
○利用者データベースの詳細について
は別紙Ⅱ１－３参照。 
 
○利用者番号体系については、別紙Ⅱ１
－４参照。 

２．でんさいネット業務 

（1）業務内容 

 
○ でんさいネットの業務内容は以下とする。 
① 記録原簿等の管理に関する業務 
② 記録に関する業務 
③ 開示に関する業務 
④ 支払不能情報の管理に関する業務 
⑤ その他①～③に付随する業務 
 

 
○「その他付随業務」としては、利用者
対応のための窓口業務、参加金融機関
照会にかかる窓口業務とする。 
 
○支払不能時の異議申立提供金制度等
については、支払不能ルールとあわせ
決済規則にて定める。 
 

（2）業務運営態勢 ○ でんさいネットは、業務を行うための適切な業務運営態勢を整備
する。 
 
 
 

○適切な業務運営態勢を構築するため
には、「（1）業務内容」に掲げる業務
を直接に担当する部署のほかどのよ
うな部署が必要かについて、①株式会
社運営に必要な機能（経理、株式事務、
取締役会運営等）、②記録機関業務に
必要な機能（システム企画・運用、照
会対応等）、③リスク管理・コンプラ
イアンス・内部監査等の内部管理機能
に区分した上で、業務内容および組織
面での検討をふまえて決定する。 
（必要な部署の例） 
①新規機能の追加開発などの企画・立
案を行うシステム部署 
②マニュアル想定外の事象が発生し
た際の判断を行う運用部署 
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項目 内容 備考 

③参加金融機関等からの問い合わせ
に対応するヘルプデスク 
④業務規程やＨＰの更新等、利用者対
応部署 
⑤リスク管理・情報セキュリティ管
理・監査を行う内部管理部署 
⑥反社会勢力対応等を行うコンプラ  
イアンス管理部署 
 

（3）営業日・営業時間 ○ でんさいネットの営業日・営業時間については、参加金融機関の
営業日・営業時間を基本としたうえで、利用者の利便性も考慮し以
下とする。 
 
○ 利用者へのサービスレベルの統一の観点で、参加金融機関に一律
に電子債権業務の実施を求める時間としてコアタイムを設定する。
 
①営業日      計画停止日を除き毎日 
②計画停止日    毎月第二土曜日（終日） 
③営業時間     7:00～24:00 
④コアタイム    銀行営業日の 9:00～15:00 
⑤取扱可能な取引 
当日付け・予約取引の記録請求  営業日 7:00～15:00   
予約取引の記録請求       営業日 15:00～24:00   
開示              営業日 7:00～24:00   

 
 

○ でんさいネットシステムの営業日・
営業時間については、別紙Ⅱ２－１、
別紙Ⅱ２－２参照。 
 
 
 
 
○ 計画停止日は、第二土曜日とし、月
によって変動させる運用は行わな
い。 
 

３－１．記録請求（総則） 

 (1) でんさいネットが受ける記

録請求 
 

 
○ でんさいネットが受ける記録請求等は以下のとおり。 
① 発生記録 
② 譲渡記録 
③ 保証記録 
④ 分割記録 
⑤ 信託の記録 
⑥ 変更記録 
⑦ 支払等記録 
⑧ 強制執行等の記録 

 
○各種機能の概要については、別紙Ⅱ
３－１参照。 
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⑨ 記録の訂正・回復 
 
○ でんさいネットにおける記録請求の処理方式は、以下のとおり。
①各種請求（参加金融機関⇒でんさいネットなど） 
ア．オンライン処理 
イ．一括請求の場合、ディレード処理 
 
②各種通知（でんさいネット⇒参加金融機関） 
 ポーリング方式（参加金融機関からのリクエストに応じ、作成
済みの通知を返却する） 

 
○ 参加金融機関において、でんさいネットとのオンライン処理の通
信内容をデータとして保存することは不要とする。 
データの欠損があった場合はエラーとしてハンドリングし、再打
鍵とする。 
 
○ バッチ処理等でファイルを生成するものについては、参加金融機
関にて作成データを５銀行営業日間保存し、ファイルの再送を可能
とするようにする。 
 

 (2) 発生記録等の法5条1項の請

求の方法（双方請求） 

○ でんさいネットの取り扱う電子記録債権の記録請求の方法につい
て、法第 5 条 1 項により、電子記録義務者および電子記録権利者の
双方請求とされているものの請求方法については、以下の①および
②を前提に以下の表のとおりとする。 
 
 

種類 請求者 相手方の承諾 

発生記録 
（債務者請求方式）

債務者 不要 

発生記録 
（債権者請求方式）

債権者 債務者の承諾 

譲渡記録  債権者 不要 

保証記録（単独） 債権者 保証人の承諾 

○利用者・指定参加金融機関間のアクセ
ス方法（ＥＢ・ＩＢの利用、ＦＡＸ等
の受付等）については、基本的には個
別指定参加金融機関の定める方法に
よることとするが、統一的なセキュリ
ティルール（ガイドライン）について
はでんさいネットが定めることとす
る。 
 
○また、複数の参加金融機関を跨った取
扱いやでんさいネットと連携する必
要がある場合の手続等については、別
途統一ルールを設ける。 
 
○請求（依頼）内容は、法律上の記録請
求内容を含むが、書面（ＦＡＸ等を含
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分割記録 
（必ず譲渡随伴） 

債権者 不要 

変更記録 変更請求者 利害関係人の承諾 

支払等記録 
（記録機関） 

（職権） 不要 

支払等記録 
（債権者請求方式）

債権者 不要 

支払等記録 
（支払者請求方式）

支払者 債権者の承諾 

電子記録の 
訂正・回復 

訂正等請求者 
利害関係を有する 
第三者の承諾 

 
○ 発生記録請求における債権者請求方式の採否は、参加金融機関の
判断（オプション機能）によるものとする。 
参加金融機関が債権者請求方式を採用しない場合、当該参加金融
機関の利用者は同方式を利用することはできず、同参加金融機関の
利用者を債務者とする債権者からの同方式による発生記録請求はす
べてエラーとする。 
 
○ 発生記録請求の債権者請求方式を採用する参加金融機関は、でん
さいネットにその旨を申請する。 
でんさいネットは当該参加金融機関の利用者について、同方式の
利用可否を利用者ＤＢ上で管理し、利用を希望しない利用者を債務
者とする債権者請求方式による債権者からの発生記録請求はエラー
とする。 
 
①義務者からの請求（請求依頼）による場合 
【債務者請求方式】 
ア．記録請求および当該記録請求にもとづく電子記録を削除する変
更記録請求にかかる包括委任 
利用者が義務者として記録請求をする場合には、当該利用者は、
権利者の当該記録に係る請求について、権利者の請求権限を包括
的に委任されたものとして取り扱う。また、当該記録請求により
権利者となる利用者は、当該記録請求にもとづく電子記録につい

む）の場合のレイアウトは参加金融機
関で独自に定める。 
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て異議がある場合に、電子記録の通知後５銀行営業日以内におい
ては、変更記録請求（単独請求）により削除できることについて、
当該記録における利害関係人は予め同意した者として取り扱う
（法 27 条 3 号、29 条 1項参照）。でんさいネットの行う電子記録
債権のすべての利用者は、このような包括的な委任および同意に
ついて了承しているものとする。 
 
イ．義務者による単独記録請求 
義務者が、指定参加金融機関を通じてでんさいネットに対し電
子記録に係る請求を行う。 
 
ウ．でんさいネットによる電子記録 
上記ア．にもとづき、でんさいネットは、当該義務者の請求に
ついて、当該記録請求に係る権利者の記録請求も併せて行ったも
のとして取り扱い、当該電子記録を行う。 
 
エ．でんさいネットからの権利者に対する電子記録の通知 
でんさいネットは、ウ．の電子記録を行った場合には、当該電
子記録の内容について、遅滞なく権利者に指定参加金融機関を通
じて通知する。 
 
オ．権利者による削除の変更記録請求 
ウ．の通知を受領した権利者は、電子記録の内容について異議
がある場合には、ア．にもとづき、当該記録の削除にかかる変更
記録請求（単独請求）を行う。この請求を受けたでんさいネット
は、削除の変更記録を行うものとする。 

 
②権利者からの請求による場合 
【債権者請求方式】（記録成立に相手方の積極的な承認を必要とする方式）
ア．権利者による記録請求 
権利者は、指定参加金融機関を通じてでんさいネットに対し電
子記録に係る請求を行う。 
 
イ．でんさいネットからの義務者に対する電子記録請求内容の通知
でんさいネットは、ア．の請求を受けた場合には、当該請求の
内容について、すみやかに義務者に指定参加金融機関を通じて通

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○請求者や代理人の氏名または名称お
よび住所等の請求者や代理人を特定
するために必要な情報。 
指定許可機能については、別紙Ⅱ３-
２参照。 
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知する。 
 
ウ．義務者による承諾 
イ．の通知を受領した義務者は、当該請求内容についてでんさ
いネットに対し、当該通知後５銀行営業日以内においていつでも
承諾を行うことができる。また、当該請求内容について異議があ
る場合は、同期間内にいつでも否認することができる。 
 
エ．でんさいネットによる電子記録 
でんさいネットは、ウ．の承諾があった場合、ア．の請求内容
にもとづく電子記録を行うものとする。 
否認された場合、または否認もしくは承諾がないまま当該通知
後５銀行営業日が経過した場合（みなし否認の取扱い）には、記
録は成立しない。みなし否認の場合であっても、請求データは請
求受付簿に記録する。 

 
○ 上記の請求（依頼）は、法 6条「請求に必要な情報」（政令事項）
を提供するものとする。なお、義務者が権利者を代理する権限につ
いては業務規程等に規定し、個別の請求には当該権限の証明にかか
る情報は添付しないこととする。 
 
○ でんさいネットは、提供された情報および請求受付日時を記載し
た請求受付簿を作成する（規則第 27 条および同別表第一）。 
 
○ 指定参加金融機関から債権者・譲受人【となろうとする者】（権利
者）への伝達方法は、個別参加金融機関の定める方法によることと
する。また、債権者・譲受人【となろうとする者】が指定参加金融
機関から伝達を受けた場合には、受領確認を行なわず、業務規程に
おいて「利用者がアクセス可能な状態となったことをもって、通知
が到達したものとみなす」旨規定する。 
 
○ 電子記録債権制度の普及促進、利用者のインターフェース開発負
荷軽減の観点から、利用者と参加金融機関間における一定の記録請
求等にかかるインターフェースの標準化を図る。 
 
○ 請求行為の濫用・悪用防止のため、各種請求において、請求があ
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ったことの通知を受ける側（債務者請求方式の発生記録請求におけ
る債権者、譲渡記録請求における譲受人等）が指定した利用者以外
からの請求をエラーとする「指定許可機能」を設ける。指定許可機
能の採否は、参加金融機関の判断（オプション機能）によるものと
する。 
 
【指定許可機能】 
「許可先」として指定された利用者以外からの①発生記録請求*、②
譲渡記録請求（譲渡記録請求に随伴する保証記録請求を含む）、③譲
渡記録請求に随伴しない保証記録請求、を自動拒否する機能。 
本機能の採用可否は各参加金融機関のオプションの取扱い。 
* 発生記録請求については、指定許可の申請を行った利用者が、
「債権者である場合（債務者請求方式）」と「債務者である場合
（債権者請求方式）」の双方がありうる。 

 

(3) 記録請求の予約請求機能 ○ 利用者が債権の発生日を指定して記録請求を行い、でんさいネッ
トが当該日まで請求データを預かったうえで、当該日に請求があっ
たものとして記録する取扱い（予約請求の取扱い）を実装する。 
 
①発生記録請求 
【債務者請求方式】 
ア．データ提出日の 1ヵ月後応答日を最長とする発生記録請求の
予約機能。 

イ．発生記録請求の予約があった場合は、債権者にその旨通知す
る。 

ウ．発生指定日が到来するまでの間は、以下の対応とする。 
(ｱ) 債権者からの予約に対する否認を可能とする。 
(ｲ) 債務者からの予約撤回を可能とする。（ただし、譲渡の予約
が入っている場合を除く） 

 
【債権者請求方式】 
ア．データ提出日の 1ヵ月後応答日を最長とする発生記録請求の 
予約機能。 

イ．発生記録請求の予約があった場合は、債務者にその旨通知す
る。 

ウ．発生指定日が到来するまでの間は、以下の対応とする。 
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(ｱ) 債務者からの予約に対する承諾または否認を可能とする。
(ｲ) 債権者からの予約撤回を可能とする。（ただし、債務者の承
諾／否認がある場合を除く） 

 
②譲渡記録請求 
ア．債権者は、既発生の債権または発生が予約された債権（債権者
請求方式での発生記録については、債務者の予約に対する承諾
があったものに限る）について、第三者利用者にデータ提出日
の 1 ヵ月後応答日を最長とする譲渡記録請求の予約をすること
ができる。 

イ．譲渡記録請求の予約があった場合は、譲受人にその旨通知する。
ウ．譲渡指定日が到来するまでの間は、以下の対応とする。 
(ｱ) 譲受予定者からの予約に対する否認を可能とする。 
(ｲ) 譲受予定者からの再譲渡の予約は不可とする。 
(ｳ) 譲渡人からの予約撤回を可能とする。（ただし、譲受予定者の
否認がある場合を除く） 

 
③その他の記録請求 
ア．分割を伴う譲渡記録請求の予約も可とする。 
イ．譲渡記録の予約を行った際には、保証記録も同時に予約するこ
とができる（ただし、譲渡記録に随伴しない保証記録は不可）。
ウ．譲受予定者から保証記録のみの否認を可能とする。 
エ．予約の分割を伴う譲渡記録請求が譲受予定者から否認された場
合、譲渡記録請求だけが取り消され、分割記録請求は有効のま
まとする。 

オ．分割を伴う譲渡記録の予約請求に対し、譲渡人が予約撤回する
場合は、分割記録そのものの予約請求が撤回される。 

カ．予約時の債権者・譲受人が信託アカウントの場合は、信託記録
の予約も自動付記（予約でない場合と同様）。 
キ．その他の記録請求の予約機能は付与しない。 
 

(4) 一括記録請求 ○ 発生・譲渡（分割を伴う譲渡記録請求を含む）等の複数の記録請
求を一括して送信する機能を設ける（複数件一括の場合でも、その
一部につき相手が否認することは可能とする）。 
 

 

 (5) 記録請求における電文の取 ○ 使用言語（外国文字）は、全銀フォーマット許容文字と漢字等（全  
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扱い 角文字含む）とする。ただし、外字（環境依存文字）は使用不可と
する。 
 
○ 文字コードはＳ－ＪＩＳを使用する。 
 

 
 

 (6) 利用者データベースからの

記録請求事項の検索 

○ 記録請求にあたって、記録請求事項中、利用者データベース（以
下、「利用者 DB」という）に予め登録されている事項については、当
該事項をもって記録請求事項とする。 
 
○ 記録請求においては、利用者番号および口座番号により取引の相
手方を特定するものとする。 
 

 

 (7) でんさいネットによる記録

の制限等 

○ でんさいネットは、法 7 条 2 項にもとづき、利用者、参加金融機
関に対し、次の記録を取り扱わない、あるいは制限することとし、
その旨を業務規程において規定する。 
  
①質権記録は取り扱わないものとする。 
②譲渡記録を行わない発生記録請求は認めないものとする。 
③一の電子記録債権における譲渡記録、分割記録、保証記録の回数
の制限は設けない。 
④譲渡先を特定の利用者に限定する発生記録請求は認めないものと
する。ただし、参加金融機関を譲渡先として限定する記録は認め、
また、参加金融機関が譲渡を行う場合は譲渡先の制限を設けない。
⑤１回の分割記録における金額は１万円を下回らない金額とする
（ただし、分割後の原債権記録の金額は１万円未満となることを
許容する）。 

 
○ でんさいネットは、利用者の利用要件として、上記の法 7 条 2 項
にもとづく記録制限のほか、以下の記録の取扱いについて、業務規
程において規定する。なお、利用者として電子記録債権を取り扱う
場合の参加金融機関も同じ。 
 
①連帯債権、連帯債務等の債権者、債務者を複数とする記録請求は
認めないものとする。 
②でんさいネットが取り扱う電子記録債権の決済方法は、口座間送
金決済の方法を原則とし、業務規程が規定する場合を除き、その

 
 
 
 
 
 
 
 
○譲渡可能先として特定の参加金融機
関を個別に指定することは認めない。 
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他の決済方法による弁済を利用者は行わないものとする。 
③信託の記録は、受託者が信託業の免許を有している場合に限定し
た取扱いとする。 

 

 
○信託銀行や利用者が信託免許を有す
る信託会社である場合に限定する趣
旨。 
 

３－２．記録請求（発生記録請求） 

 (1) 発生記録概要 
 
 
 

 
○ 利用者間で電子記録債権を発生させる場合には、でんさいネット
において発生記録を行う（法 15 条）。 
 
○ 発生記録による電子記録債権の発生の取扱いは、手形の振出と同
様に、平易で画一的な処理が可能なものとする。 
 

 

 (2) 発生記録請求の方法・手順 ○ 発生記録請求における双方請求の方法・手順は、前掲３－１(2)に
したがう。 
 
○ 発生記録請求の方法として、以下の２つの方式を利用することが
できる。 
 ① 債務者請求方式 
 ② 債権者請求方式 
 

 
 
 
○各方式の請求手順については、別紙Ⅱ
３－３－１、３－３－２参照。 
 
 
 

 (3) 発生記録請求事項 ○ 発生記録請求事項中、でんさいネットの利用者ＤＢ登録事項につ
いては、当該登録事項を検索して請求事項とし、それ以外は、以下
により取り扱うものとする（特段の記録のないものは、後掲「(4) 発
生記録事項」参照）。 
 
○ 必要的記録事項（法 16 条 1 項） 
①債務者が一定の金額を支払う旨（同項 1号） 
 ア．発生記録の最低債権金額は、１万円とする（１万円以上は１
円単位での請求を可能とする）。 

 イ．発生記録の最高債権金額は、99 億 9,999 万 9,999 円とする。
②支払期日（同項 2号） 
ア．非営業日が記録請求された場合に備えて、請求事項の「支払
期日」欄に固定文言として「支払期日がでんさいネットの業務
規程第○条に規定する一定の日に当たる場合は、翌営業日を支
払期日とします」と記載。 
イ．発生記録請求において設定できる支払期日は、記録請求時に
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指定される電子記録の年月日を含め７銀行営業日目の翌日以降
であり、かつ発生記録日（将来日付による予約請求の場合は当
該日付）から１年後の応答日までとする。 

③債権者の氏名／名称・住所（同項 3号） 
法人代表者の氏名の提供は必須。 

④債権の不可分の旨／可分の場合は各債権額（同項 4号） 
記録請求事項欄を設けない（請求を認めない）。 

⑤債務者の氏名／名称・住所（同項 5号） 
法人代表者の氏名の提供は必須。 

⑥債務の不可分・連帯債務の旨／可分の場合は各債務額（同項 6号）
記録請求事項欄を設けない（請求を認めない）。 

⑦電子記録の年月日（同項 8号） 
将来日付を記録日とする場合は、法にもとづく請求事項とは別
途請求時に指定。 
※上記③、⑤は利用者 DB からの自動入力。 
 
○ 任意的記録事項（法 16 条 2 項） 
①口座間送金契約等支払方法（債権者・債務者口座の記録等） 
②法 64 条契約 
記録請求事項欄を設けない（請求を認めない）。 

③その他支払方法の定め 
記録請求事項欄を設けない（請求を認めない）。 

④利息、遅延損害金、違約金 
⑤期限の利益喪失 
⑥相殺、代物弁済 
⑦弁済充当の指定 
⑧善意取得条項（法 19 条）不適用の定め 
※④～⑧については記録請求事項欄を設けない（請求を認めな
い）。 

⑨債権者・債務者の属性（個人事業者） 
⑩抗弁切断条項（法 20 条）の不適用の定め 
⑪対抗できる抗弁の定め 
※⑩～⑪については記録請求事項欄を設けない（請求を認めな
い）。 

⑫譲渡記録・保証記録・分割記録等の不可、回数制限、その他の制
限の定め 
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ア．当事者合意にもとづく譲渡記録不可とする記録請求は受け付
けない（記録請求事項欄を設けない）。 
イ．譲渡先を特定先に制限する記録請求は受け付けない（記録請
求事項欄を設けない）。ただし、参加金融機関を譲渡先として限
定する記録は認め、また、参加金融機関が譲渡を行う場合は譲
渡先の制限を設けない。 
ウ．譲渡記録・保証記録・分割記録については、当事者合意にも
とづく回数制限の記録請求は受け付けない（記録請求事項欄を
設けない）。 

⑬債権者－債務者間の通知方法 
記録請求事項欄を設けない（請求を認めない）。 

⑭債権者－債務者間の紛争解決方法 
記録事項としない。 
※上記①、⑨は利用者 DB からの自動入力。 
 

 
 

 (4) 発生記録事項 ○ 必要的記録事項（法 16 条 1 項） 
①債務者が一定の金額を支払う旨（同項 1号） 
ア．支払約束文言は固定。例：「債務者は、債権金額を債権者へ支
払います。」 
イ．円建てのみを取り扱うものとする。 
 
②支払期日（同項 2号） 
ア．「支払期日：○年○月○日」。確定日以外の記録は行わない。
イ．非営業日が記録された場合に備えて、「支払期日」欄に固定文
言として「支払期日がでんさいネットの業務規程第○条に規定
する一定の日に当たる場合は、翌営業日を支払期日とします。」
と記録。 
ウ．分割払いの記録は認めない取扱いとする。 

 
③債権者の氏名／名称・住所（同項 3号） 
法人代表者の氏名の記録は、債権記録以外の記録事項として記
録。 
 
④債権の不可分の旨／可分の場合は各債権額（同項 4号） 
連帯債権等、債権者を 2人以上とする記録は認めない。 
 

 
 
 
 
 
 
 
○業務規程において、一定の日を定義
し、左記の扱いとする。 
 
○分割払いについては、支払期日ごとの
債権とすることで対応可能。 
 
 
 
 
 
 
○相続割合に応じて、複数相続人が相続
する場合、相続人全員の利用者登録を
前提にして、相続人代表者が分割譲渡
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⑤債務者の氏名／名称・住所（同項 5号） 
法人代表者の氏名の記録は、債権記録以外の記録事項として記
録。 
⑥債務の不可分・連帯債務の旨／可分の場合は各債務額（同項 6号）
連帯債務等、債務者を 2人以上とする記録は認めない。 

 
⑦記録番号（同項 7号） 
「４．決済 (5) 支払指図電文（為替電文）」参照 

 
⑧電子記録の年月日（同項 8号） 
ア．発生記録時点をシステム的に記録。 
イ．請求時に将来日付の指定があった場合には、当該日を記録。
 
○ 任意的記録事項（法 16 条 2 項） 
①口座間送金契約等支払方法（債権者・債務者口座の記録等） 
ア．決済方法は、原則「口座間送金決済」とすることとし、本事
項には、次の固定文言を記録する：「この債権は、業務規程で定
める場合を除き、電子記録債権法第 62 条に規定する口座間送金
決済の方法により支払います。」。 
イ．口座間送金決済を行うための必要な口座関係情報として、指
定金融機関名（および金融機関コード）、支店名（および支店コ
ード）、口座種別、口座番号、口座名義を発生記録請求情報およ
び発生記録事項とする。 

②法 64 条契約 
記録事項としない。 

③その他支払方法の定め 
④利息、遅延損害金、違約金 
⑤期限の利益喪失 
⑥相殺、代物弁済 
⑦弁済充当の指定 
 ※上記④～⑦は記録事項としない。 
⑧善意取得条項（法 19 条）不適用の定め 
記録事項としない。 

⑨債権者・債務者の属性（個人事業者） 
個人事業者の場合はその旨を必須とする。 

⑩抗弁切断条項（法 20 条）の不適用の定め 

の記録を請求するものとする。 
 
○相続時に、相続人代表者の請求により
債務者名を（利用者である）相続人名
への変更記録を認める（ただし、債務
は不可分のままとする）。 
 
 
○非銀行営業日の電子記録債権の発生
を許容する。 
 
 
 
○口座に関する記録事項は、請求時に請
求事項として利用者ＤＢからの自動
入力。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○当事者合意の支払方法を記録事項と
はしないこととする。 
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⑪対抗できる抗弁の定め 
 ※上記⑩および⑪は記録事項としない。 
⑫譲渡記録・保証記録・分割記録等の不可、回数制限、その他の制
限の定め 
ア．当事者合意にもとづく譲渡記録不可とする記録は行わない。
イ．譲渡先を特定先に制限する記録は行わない。ただし、参加金
融機関を譲渡先として限定する記録は認め、また、参加金融機
関が譲渡を行う場合は譲渡先の制限を設けない。 
ウ．譲渡記録・保証記録・分割記録については、当事者合意にも
とづく回数制限の記録は行わない。 

⑬債権者－債務者間の通知方法 
記録事項としない。 

⑭債権者－債務者間の紛争解決方法 
記録事項としない。 

⑮電子債権記録機関による保証記録・質権設定記録・分割記録の不
可・制限、譲渡記録の回数等の制限 
質権設定記録不可は固定。 
 

○ 法定事項以外の記録事項 
①債権者・債務者の利用者番号 
②債権者・債務者が法人の場合は、代表者の氏名 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３－３．記録請求（譲渡記録請求） 

(1) 譲渡記録概要 

 
○ 電子記録債権を他の利用者に譲渡するには、譲渡記録を行うこと
を要する。 
 
○ 譲渡記録請求は、原則として譲受人になろうとする者を債権者、
譲渡人を保証人とする保証記録請求を併せて行うこととする（但し、
保証記録を要しない場合には、譲渡人の判断で保証記録請求なしに
譲渡記録請求を行うこともできる）。 
 
○ 譲渡可能回数の上限は設けない。 
 

 
 
 
 
○手形の裏書譲渡と同様の効果を電子
記録債権に付与するために、原則とし
て譲渡記録請求に保証記録請求を付
加する。 
 
 

(2) 譲渡記録請求の方法・手順 ○ 譲渡記録請求における双方請求の方法・手順は、発生記録請求の
債務者請求方式にしたがう。 
 

○請求手順については別紙Ⅱ３－４参
照。 
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○ 譲渡記録請求は、原則として譲渡人から譲渡記録請求および保証
記録請求（以下、譲渡記録請求等）を併せて、指定参加金融機関に
行うこととする（保証記録を要しない場合には、譲渡人の判断で保
証記録請求なしに譲渡記録請求を行うこともできる）。 
譲渡記録および保証記録（以下、譲渡記録等）ともに譲渡人の請
求をもって記録する。譲受人が当該譲渡記録等に異議があるときに
当該譲渡記録等を削除する必要があるため、譲渡記録等に解除条件
付「変更記録請求」が含まれる。 
 
○ 二重譲渡の問題を生じさせないために、譲渡記録請求があった時
点で当該債権記録に対する他の記録請求を受け付けないこととす
る。 
 
○ 当該譲渡記録における譲受人は、電子記録の通知後５銀行営業日
以内であれば削除のための（単独の）変更記録を行うことができる
が、その期間内に譲渡を受けた電子記録債権を他の利用者に譲渡す
ることもできる（その場合、譲渡記録の削除のための変更記録請求
は、５銀行営業日期間内であっても行うことができなくなる。） 
 
 
○ 譲受人【になろうとする者】が譲渡人の保証記録を必要としない
場合は、譲渡記録のでんさいネットからの通知後５銀行営業日以内
に譲受人単独で当該保証記録の削除にかかる変更記録請求を行う。
 
○ 譲受人になろうとする者は、予めでんさいネットに登録した利用
者からの譲渡記録請求以外は自動拒否する機能（指定許可機能）を
利用することができる。 
  本機能の採用可否は各参加金融機関のオプションの取扱い。 
 

○保証記録請求の要否にあたっての、保
証意思の確認方法は利用者と指定参
加金融機関の間のインターフェース
による対応とするが、特段指定がない
限り、保証記録請求も同時に取扱うこ
とを原則とする。 
 
○書面、FAX 等で請求を受付ける場合の
書面レイアウトは参加金融機関で独
自に定めることとする。 
 
 
 
○譲渡記録請求（含む予約）において、
譲受人になろうとする者が、譲渡記録
請求等の諾否の判断を行うために、業
務規程等における包括的な同意のも
とで、譲渡記録請求等があった時点で
譲受人は対象電子記録債権の開示請
求を行うことができるものとする。 
 
 
 
 

(3) 譲渡記録請求事項 ○ 譲渡人は、譲渡記録請求等を行うにあたり、譲受人になろうとす
る者の利用者番号等および譲渡等対象債権の記録番号をでんさいネ
ットに提供するものとする。 
 
○ 上記請求を受領したでんさいネットは、利用者ＤＢ等を利用して、
法第 6 条および政令第 1 条の記録請求があったものとして取扱い、
請求受付簿に記録する。 
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○ 記録請求事項は以下のとおり。 
（譲渡記録請求）  
①電子記録債権の譲渡をする旨 
 固定文言を設定。 
②譲渡人が電子記録義務者の相続人であるときは、譲渡人の氏名お
よび住所 
 譲渡記録請求時に譲渡人が情報を提供 
③譲受人の氏名／名称・住所 
 譲渡記録請求時に譲渡人が指定。 
④譲受人の口座情報 
 利用者 DB から自動入力。 
⑤譲受人の属性 
 利用者 DB から自動入力。 
⑥譲渡人－譲受人間の紛争解決方法 
 記録事項としない。 
⑦譲渡人の利用者番号 
 譲渡記録請求時に指定。 
⑧譲渡人の代表者名 
 利用者ＤＢから自動入力。 
⑨譲受人の利用者番号 
 譲渡記録請求時に指定。 
⑩譲受人の代表者名 
 利用者ＤＢから自動入力。 

 
（保証記録請求） 
①保証する旨 
固定文言を設定。 

②保証人の氏名／名称・住所 
譲渡等記録請求時に譲渡人が指定。 

③主たる債務者の氏名／名称・住所、その他主たる債務を特定する
ために必要な事項 
譲渡等対象債権記録から転記 

④保証人の属性 
利用者ＤＢから自動入力。 

⑤債権者－保証人間の紛争解決方法 
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記録事項としない。 
⑥保証人（譲渡人）の利用者番号 
譲渡等記録請求時に指定 

⑦保証人（譲渡人）の代表者名 
利用者ＤＢから自動入力。 

  

(4) 譲渡記録事項 【譲渡記録】 
○ 必要的記録事項（法 18 条 1 項） 
①電子記録債権の譲渡をする旨（同項 1号） 
譲渡文言は固定。例：「この債権を譲渡します。」 

②譲渡人が電子記録義務者の相続人であるときは、譲渡人の氏名お
よび住所（同項 2号） 
ア．でんさいネットが債権者である被相続人の死亡を知り、「利用
継続届」が提出された後、相続人全員の同意をもって譲渡記録
を請求することができることとする。 
イ．相続協議が終了し、当該電子記録債権を相続した相続人が存
する場合、相続人が利用者たる第三者に譲渡することを希望し
たときは、本項目に当該相続人の氏名・住所を記録することと
する。 
ウ．当該電子記録債権を相続した相続人が、継続してでんさいネ
ットを利用することを希望するときは、当該相続人が利用者の
資格を有することを前提に、当該相続人から、相続人自身の名
義に譲渡する譲渡請求を認め、本項目に当該相続人の氏名・住
所を記録することとする。 

③譲受人の氏名／名称・住所（同項 3号） 
利用者ＤＢから自動入力。 

④電子記録の年月日（同項 4号） 
ア．譲渡記録時点をシステム的に記録 
イ．請求時に将来日付の指定があった場合には、記録が成立した
当該日を記録。 

 
○ 任意的記録事項（法 18 条 2 項） 
①譲受人の口座情報（同項 1号） 
利用者ＤＢから自動入力。 

②譲渡人の属性（同項 2号） 
利用者ＤＢから自動入力。 

 
 
 
 
○相続人が複数ある場合においては、相
続人の代表者の住所、氏名のみを記載
し、相続人全員の氏名、住所は別管理
簿に記録。 
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③譲渡人－譲受人間の通知方法（同項 3号） 
記録事項としない。 

④譲渡人－譲受人間の紛争解決方法（同項 4号） 
記録事項としない。 

 
○ その他法定外の記録 
  
①譲受人の利用者番号 
 譲渡人が譲渡請求時に指定。 
②譲受人の代表者名 
  利用者ＤＢから自動入力。 
 
【保証記録】 
○ 必要的記録事項（法 32 条 1 項） 
①保証する旨（同項 1号） 
保証文言は固定。例：「この債権を保証します」 

②保証人の氏名／名称・住所（同項 2号） 
譲渡人の氏名／名称・住所と同じ。 

③主たる債務者の氏名／名称・住所、その他主たる債務を特定する
ために必要な事項（同項 3号） 
債権原簿（譲渡・保証対象債権の発生記録）から自動転記。 

④電子記録の年月日（同項 4号） 
ア．譲渡記録時点をシステム的に記録 
イ．請求時に将来日付の指定があった場合には、記録が成立した
当該日を記録。 

 
○ 任意的記録事項（法 32 条 2 項） 
以下の事項については、⑤を除き記録事項としない。 
①保証の範囲を限定する旨の定めをするときは、その定め（同項 1
号） 
②遅延損害金、違約金（同項 2号） 
③相殺、代物弁済（同項 3号） 
④弁済充当の指定（同項 4号） 
⑤保証人の属性（同項 5号） 
利用者ＤＢから自動入力。 

⑥抗弁切断条項（20 上）の不適用の定め（同項 6号） 
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⑦対抗できる抗弁の定め（同項 7号） 
⑧債権者－保証人間の通知方法（同項 8号） 
⑨債権者－保証人間の紛争解決方法（同項 9号） 
 
○ その他法定外の記録 
 ①保証人（譲渡人）の利用者番号 
譲渡記録等請求時に自動的に記録 

 ②保証人（譲渡人）の代表者名 
利用者ＤＢから自動入力。 

  

３－４．記録請求（保証記録請求（譲
渡記録に随伴しない場
合）） 

（1）保証記録概要 
 

 
○ 電子記録債権に係る債務を保証するために、保証記録を行うこと
ができることとする。 
 

 
 
 
 

（2）保証記録請求の方法・手順 ○ 保証記録請求は、債権者から保証記録請求を指定参加金融機関に
行うこととする（前掲３－１(2)「②権利者からの請求による場合」
にしたがう）。 
 
○ 保証記録の請求にあたっては、債務者の同意は要しないこととす
る 
 
○ 保証人になろうとする者が、保証記録請求の承諾、否認の判断を
行うために、業務規程等における包括的な同意のもとで、債権者が
開示請求した当該債権の情報を保証人になろうとする者に提供する
こととする。 
 
○ 指定参加金融機関から保証記録請求の通知を受理した保証人にな
ろうとする者は、５銀行営業日以内に承諾するか、否認するか指定
参加金融機関に通知することとする。なお、５銀行営業日以内に承
諾または否認、いずれの通知も受領しなかった指定参加金融機関は、
保証人となろうとする者から否認の通知を受領したものとみなす。
 
○ 保証人になろうとする者は、予めでんさいネットに登録した債権
者からの保証記録請求以外は自動拒否する機能（指定許可機能）を
利用することができる。 

○手順については別紙Ⅱ３－５参照。 
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 本機能の採用可否は各参加金融機関のオプションの取扱い。 
 

（3）保証記録請求事項 ○ 債権者は、保証記録請求を行うにあたり、保証人になろうとする
者の利用者番号、および保証対象債務の記録番号をでんさいネット
に提供するものとする。 
 
○ 上記請求を受領したでんさいネットは、利用者 DB 等を利用して、
法第 6 条および政令第 1 条の記録請求があったものとして取扱い、
請求受付簿に記録する。 
 
○ 記録請求事項は以下のとおり。  
 ①保証する旨 
  固定文言を設定。 
②保証人の氏名／名称・住所 
  保証記録請求時に債権者が指定。 
 ③主たる債務者の氏名／名称・住所、その他主たる債務を特定する
ために必要な事項 

  保証対象債権記録から転記 
 ④保証人の属性 
  利用者ＤＢから自動入力。 
 ⑤債権者－保証人間の紛争解決方法 
  記録事項としない。 
 ⑥保証人の利用者コード 
  保証記録請求時に債権者が指定。 
 ⑦保証人の代表者名 
  利用者ＤＢから自動入力。 
 ⑧債権者の利用者コード 
  保証記録請求時に指定。 
 ⑨債権者の代表者名 
  利用者ＤＢから自動入力。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
○詳細は、後掲「(4) 保証記録事項」を
参照。 
 
 

(4) 保証記録事項 ○ 必要的記録事項（法 32 条 1 項） 
①保証する旨（同項 1号） 
  保証文言は固定。例：「この債務を保証します」 
 ②保証人の氏名／名称・住所（同項 2号） 
  利用者ＤＢから自動入力。 
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③主たる債務者の氏名／名称・住所、その他主たる債務を特定する
ために必要な事項（同項 3号） 
  ア．債権原簿（保証対象債権の発生記録）から自動転記 
  イ．保証記録の対象となる債務は、発生記録における債務者の債
務に限定する。 

 ④電子記録の年月日（同項 4号） 
  ア．保証記録時点をシステム的に記録 
  イ．請求時に将来日付の指定があった場合には、当該日を記録。
 
○ 任意的記録事項（法 32 条 2 項） 
 ①保証の範囲を限定する旨の定めをするときは、その定め（同項 1
号） 

  記録事項としない。 
 ②遅延損害金、違約金（同項 2号） 
  記録事項としない。 
 ③相殺、代物弁済（同項 3号） 
  記録事項としない。 
 ④弁済充当の指定（同項 4号） 
  記録事項としない。 
 ⑤保証人の属性（同項 5号） 
  利用者ＤＢから自動入力。 
 ⑥抗弁切断条項（20 上）不適用の定め（同項 6号） 
  記録事項としない。 
 ⑦対抗できる抗弁の定め（同項 7号） 
  記録事項としない。 
 ⑧債権者－保証人間の通知方法（同項 8号） 
  記録事項としない。 
 ⑨債権者－保証人間の紛争解決方法（同項 9号） 
記録事項としない。 

 
○ その他法定外の記録 
 ①保証人の利用者コード 
  保証記録請求時に債権者が指定。 
 ②保証人の代表者名 
  利用者ＤＢから自動入力。 
 ③債権者の利用者コード 

 
 
 
○電子記録保証債務および特別求償権
に係る債務については、保証記録の対
象とする債務としない。 
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  保証記録請求時に自動に入力する。 
 ④債権者の代表者名 
  利用者ＤＢから自動入力。 
 

(5) 特別求償権 
  ① 特別求償権の概要 

 
○ 保証記録に記録されている保証人が、発生記録に記録されている
主たる債務者に代わり債務を弁済した場合に、当該保証人が取得す
る求償権。 
 
○ 求償対象は、以下のとおり。 
①主たる債務者 
②弁済した保証人が保証人となる前に、当該保証人を債権者として
当該主たる債務と同一の債務を主たる債務とする保証記録をして
いた他の保証人 
③当該主たる債務と同一の債務を主たる債務とする他の保証人（②
および弁済した保証人が記録されている保証記録における債権者
であったものを除く） 
 

 
 
 

  ② 特別求償権の発生 ○ 特別求償権は、支払等記録において、支払等をした者（法第 24 条
1 項 4 号）に保証記録に記録された保証人が記録されることによって
発生する。 
 
○ 電子記録債権の弁済は、債権者－債務者間の口座間送金決済が優
先的に取扱われることとし、債権者－保証人間の弁済による支払等
記録は、支払不能通知があることを前提に支払期日以降可能とする。
  ただし、債務者の破産手続開始決定があった場合またはその他参
加金融機関が認める場合により口座間送金決済を行わないときに
は、債権者－保証人間の弁済による支払期日前の支払等記録を可能
とする。 
なお、その他参加金融機関が認める場合については、判断を行う
ための一定の指針を今後作成することとする。 
 
○ 債権者から保証人に行う弁済請求は、債権者から保証人に対して
直接行うこととする。 
 
○ 債権者からの弁済請求に応じて保証人が弁済を履行した場合、支

 
 
 
 
○電子記録保証債務の弁済にかかる支
払等記録は、主たる債務全額に限り認
めることとする（弁済有無の事実関係
につきでんさいネットの確認までは
不要）。 
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払等記録の請求は、債権者単独請求に加え、保証人からの請求につ
いて債権者の承認を得る方法のいずれも選択可とする。 
 

○債権者の承諾または債権者からの支
払等記録の請求があることから、保証
人の弁済の事実確認書面は不要とす
る。 
 

  ③ 特別求償権の取扱い ○ 特別求償権については、支払等記録以外の記録請求は認めないこ
ととする。 
 
○ 特別求償権は、支払等記録の支払等をした者（法第 24 条 1項 4号）
に主たる債務者が記録されることによって消滅する。 
 

○主たる債務の求償権という特別求償
権の趣旨に鑑み、支払等記録以外の記
録請求の対象外とする。 
 
 

３－５．記録請求（分割記録請求） 
(1) 分割記録概要 

 
○ 分割記録は、常に譲渡記録と一体として取扱うものする。利用者
から譲渡記録請求を伴わない分割記録請求はできないこととする。
 
○ 特別求償権の分割は認めないこととする。 
 
○ 分割債権記録の最低債権金額は１万円とする。なお、分割記録の
結果、原債権記録の債権金額が１万円未満になることは可とする。
 
○ 支払期日以降の分割記録請求は許容しない（ただい、でんさいネ
ットによる単独の分割記録を除く。）。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 分割記録請求の方法・手順 ○ 分割記録請求は、債権者の単独請求のみとする。併せて行う譲渡
請求の取扱いは、前掲３－３(2)を参照。 
 
○ 分割記録請求は、分割債権記録に債権者として記録される者から
行う。分割記録は譲渡記録と一体として取扱うことから、あわせて
譲渡記録請求を行うものとする。 
 
○ 分割記録請求の撤回は認めない。 
 
○ 分割記録と合わせて請求する譲渡記録について、譲受人になろう
とする者が否認して譲渡が成立しなかった場合においても、分割記
録は成立するものとする（債権者は原債権記録の債権者のままとな
る）。 

○手順については別紙Ⅱ３－６参照。 
 
 
○将来日付の分割および譲渡記録請求
(予約)において、分割および譲渡記録
請求等の諾否の判断を行うために、業
務規程等における包括的な同意のも
と、分割および譲渡記録請求等があっ
た時点で、譲受人になろうとする利用
者は原債権記録の開示請求を行うこ
とができるものとする。 
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○ 複数件一括して分割にかかる記録請求（①一つの原債権を繰り返
し分割するケース、②複数の債権を分割するケース）を行う場合、
一括請求の中に原債権記録の譲渡を含めることを許容する。 
複数件一括の記録請求は、請求の先頭から順次記録請求を実施す
る。 
 
○ 予約の分割譲渡記録請求が否認された場合、予約ではない分割譲
渡記録請求が否認された場合と同様、譲渡記録請求のみが取り消さ
れ、分割記録請求は存続する。 
 

(3) 分割記録請求事項 ○ 分割記録請求時の請求事項は以下のとおり。 

①分割記録請求に係る請求事項 

ア．法定の請求事項（法 6条、令 1条 8号） 

(ｱ) 請求者提供情報 

ａ．原債権記録の記録番号。 

ｂ．分割債権記録の金額（法 44 条 1項 3号）。 

１万円未満の分割債権記録の債権金額は許容しない。また、

同時に複数の分割記録請求を行う場合、請求時に、分割後の

原債権記録および分割債権記録の合計金額が分割前の分割元

債権記録における金額を超えないよう、システムチェックを

行う。 

 

(ｲ) 転記情報 

ａ．請求者たる債権者の氏名／名称・住所（令 1条 1号）、代表

者氏名（法人の場合に限る。令 1条 2号） 

   ⇒債権者の利用者番号等をキーとして、利用者ＤＢから自動

入力する。 

ｂ．債務者の氏名／名称（法 44 条 1項 3号） 

     ⇒原債権記録の記録番号をキーとして、原債権記録から転記

する。 

 

イ．法定外の請求事項 

  ・債権者の利用者番号：請求者から提供。 
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②譲渡記録請求に係る請求事項 

  （「譲渡記録」参照） 

 

○ 利用者ＤＢおよび原債権記録に記録されている情報は、利用者Ｄ

Ｂおよび原債権記録から転記することとし、個別の情報提供は要し

ないものとして取扱う。 

 

(4) 分割記録事項 【分割債権記録】 
○ 分割債権記録事項（法 44 条 1項） 
①原債権記録から分割をした旨（1号） 
分割文言は固定とする（例：「この債権は、原債権記録から分割を
したものです。」）。 
②原債権記録／分割債権記録の記録番号（2号） 
ア．原債権記録の記録番号は、発生記録または分割債権記録から
転記する。 
イ．分割された分割債権記録の記録番号は、自動的に付番。 
③発生記録における債務者であって分割債権記録に記録されるもの
が一定の金額を支払う旨（3号） 
ア．支払約束文言は固定とする。（例：「債務者は、債権金額を債
権者へ支払います」）。 
イ．債務者名は、発生記録から転記する。 
④債権者の氏名・住所（4号） 
・発生記録ないし譲渡記録から、もしくは利用者ＤＢから転記と
する。 

⑤電子記録の年月日（5号） 
ア．分割記録時点をシステム的に記録する。 
イ．請求時に将来日付の指定があった場合には、当該日を記録す
る。 

 
○ 分割記録に伴う記録事項（法 45 条 1項） 
①転写記録（1号） 
ア．転写事項は以下のとおりとする。 
(ｱ) 原債権記録の発生記録に関する事項のうち、以下の項目。 
ａ．支払期日 

 
 
 
 
 
○分割記録債権の記録番号には、発生記
録の記録番号を加味したものを付番
する。 
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ｂ．債務者の氏名／名称・住所 
ｃ．口座間送金契約等支払方法（債務者口座および債権者口座
の指定金融機関名（コード）、支店名（コード）、口座種別、
口座番号、口座名義） 
ｄ．債権者・債務者の属性（個人事業者の場合は必須） 
ｅ．電子記録債権による保証記録・質権設定記録・分割記録不
可、制限の定め 
ｆ．譲渡記録の制限の定め 
(ｲ) 原債権記録中の最終譲渡記録 
(ｳ) 原債権記録の保証記録に関する事項 
ａ．保証をする旨 
ｂ．保証人の氏名／名称・住所 
ｃ．主たる債務者の氏名／名称・住所、その他主たる債務者を
特定するために必要な事項 
ｄ．電子記録の年月日 
ｅ．保証の範囲を限定する旨の定め（一部保証の禁止等） 
ｆ．保証人の属性 

    
(ｴ) 信託の電子記録 
後掲３－７．(3)参照。 

 
イ．転写文言 
固定（「この記録は、原債権から転写したものです。」）とする。

ウ．転写の年月日 
転写時点とする。 

 
②分割払の場合の支払期日（２号） 
記録事項としない。 
 
③分割払の場合の期日ごとの支払額（３号） 
記録事項としない。 
 
④記録可能回数（４号） 
記録事項としない。 
 

【原債権記録】 
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○ 原債権記録に記録する分割記録事項（法 44 条 2項） 
①分割をした旨（1号） 
分割文言は固定とする（例：「この債権を次のとおり分割しまし
た」）。 
②分割債権記録の記録番号（2号） 
分割債権記録から転記する。 
③電子記録の年月日（3号） 
記録時点とする。 

 
○ 分割記録に伴う原債権記録への記録事項（法 46 条 1項） 
①削除事項（1号） 
以下の項目を削除するものとする。 
金額 
 

②分割後の残額（2号） 
分割後の金額については、発生記録の金額から分割債権記録に
記録された金額を控除し、記録する。 
③分割払の場合の支払期日（3号） 
記録事項としない。 

④分割払の場合の期日ごとの支払額（4号） 
記録事項としない。 

⑤記録可能回数（5号） 
記録事項としない。 

 

３－６．変更記録請求 
（1）変更記録請求概要 

 
○ 変更記録請求は、以下のケースに分類し、請求方法について定め
る。 
①利用者 DB の登録事項の変更に伴うケース 
②上記①以外で当事者の意思にもとづくケース 
 
○ 上記①のケースにおける変更記録請求は、法 29 条 4項前段にもと
づくものとして、業務規程に定めることにより、一当事者の単独請
求によって行うものとして取り扱う。 
 

 
○利用者 DB においては、変更履歴を保
持することとする。 
 
○執行裁判所による電子記録債権譲渡
命令等にもとづく変更記録は、強制執
行等の記録の取扱いに定めるところ
による。 
 

（2）変更記録請求 
① 利用者DBの登録事項の変更

○ 利用者 DB の登録事項の変更に伴って、関連する債権記録上の事項
を変更記録の手続により変更する。この変更記録請求の手続は、次
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項目 内容 備考 

に伴うケース の事項の場合に行う。 
①氏名・名称 
②住所 
③決済口座 
※決済口座の変更は、入金先の口座（債権者の口座）により振込
手数料が異なるなどの事情の相違が考えられるが、そもそも債
務者サイドで債権者を限定できないことが通常であり、譲渡に
伴い債権者口座も変更されるので、債務者、債権者いずれの決
済口座の変更も、債務者、債権者いずれの利益又は不利益にな
らないとして、利用者 DB の変更となって、単独請求で変更可能
とする。 

 
○ 参加金融機関に店舗統廃合が生じた場合については、金融機関・
店舗のチェック機能または口座情報の一括変更機能により対応す
る。 
 
○ この変更記録請求は、以下の手順により行う。 
 ①利用者 DB に登録されている情報のうち、上記①～③のいずれかを
変更するために、指定参加金融機関を通じて、でんさいネットに
対して変更記録請求を行った場合は、当該事項が記録されている
電子債権記録についても変更記録請求があったものとして受け付
ける。 

  
②変更記録請求事項は以下のとおりとして、利用者 DB 登録事項変更
において受け付けた内容による。 
 
ア．対象となる債権記録 
(ｱ) 対象となる債権記録は、利用者 DB 登録事項の変更記録請求
事項が記録されている債権記録で、業務規程に定める範囲の
記録について指定があったものとして取り扱う。 
(ｲ) 業務規程上は、「当該利用者に係る利用者 DB の登録事項に
ついて変更記録があった場合には、当該利用者に係る債権記
録の記録事項についても、変更記録請求がなされたものとみ
なす」との規定を置いたうえで、対象記録をただし書で限定。
(ｳ) 請求上は、対象債権を検索して、当該債権記録の記録番号
を明示する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○利用者 DB 登録事項の変更に伴う債権
記録の変更範囲は、当該利用者 DB で
検索された範囲に限定される。検索外
となり変更漏れが生じた場合、当該利
用者の責任として取り扱う。 
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項目 内容 備考 

 
イ．変更する記録事項 
(ｱ) 利用者 DB 登録事項変更において受け付けた内容による。 
(ｲ) 「債権記録番号 XXXX 【○○記録】【氏名・名称／住所／
決済口座】」。 
 
ウ．変更する旨 
変更する旨の固定文言。 
 
エ．変更原因 
以下の変更原因から利用者が選択する。 
【商号・名称変更】 
【住所移転・住居表示変更】 
【決済口座変更】 
【合併による変更】 
【会社分割による変更】 
【相続による変更】 
【その他】（テキスト入力） 

 
オ．変更後の内容 
利用者 DB 登録事項変更において受け付けた内容による。 

 
③ ②の変更記録請求を受け付けたでんさいネットは、②のア～オ
の記録を行う。 

  
④ でんさいネットは、③の記録を行ったときは、指定参加金融機
関に通知する。 
利用者 DB の登録事項を変更した際の通知先は当人のみとし、関
係者への通知は行わないこととする。 

 
○ 主たる債務者の支払いによる支払等記録がなされている債権記録
に対しては利用者 DB の変更内容を反映しない。 
 

② 当事者の意思にもとづくケ
ース 

○ このケースは、「① 利用者 DB の登録事項の変更に伴うケース」以
外の場合、変更しようとする事項の記録について利害関係を有する
利用者（以下、「利害関係人」という）全員の請求による。 
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項目 内容 備考 

 
○ 対象となる記録について、変更する記録事項と法 29 条 1項の利害
関係人は次のとおりである。 
 

記
録 

変更する記録事項 利害関係人の範囲 

①
発
生 

ア．支払期日 
イ．債権金額 
ウ．債務者名（債務者自身
の変更） 

エ．債権者名（債権者自身
の変更） 

当該発生記録から支払等記録に
至るまでのすべての電子記録に
記録された者（ただし、譲渡記録
において保証人とならなかった
譲渡人を除く） 

②
支
払
等 

ア．支払等金額 
イ．支払等があった日 
ウ．支払等をした者 
エ．支払等の正当事由 

・債権者であった者 
・ 当該支払等記録の時点で対象
となった債権の債務者であっ
た者、保証記録上の保証人であ
った者 
・支払等をした者 

③
保
証 

保証人名（保証人自身の変
更） 

・当該保証の対象となった債権の
債務者 
・当該保証後に債権者となった者
・その他の保証人 

④
分
割 

ア．分割債権記録の支払金
額 
イ．分割債権記録の支払期
日 
ウ．債権者名（債権者自身
の変更） 

・債務者、および当該分割債権記
録から支払等記録に至るまで
のすべての電子記録に記録さ
れた者（当該分割債権記録にか
かる譲渡記録、保証記録等。た
だし、譲渡記録において保証人
とならなかった譲渡人を除く）
・原債権記録の保証人 

 
○ 分割記録に伴う分割債権記録への記録により転写された電子記録
の変更については、その記録に応じ上記に準じて取扱う。 
 

 
 
 
 
 
 
 
○債権者名・債務者名・保証人名の変更
については、会社組織変更、相続場面
などに限定して行うことととする。 
 
○１万円を割り込む債権金額への変更
記録請求は不可とする。 
 
○②について一部支払があった場合、変
更記録ではなく支払等記録により対
応する（利害関係者宛の通知は不要）。 
 
○支払等記録の取消の変更記録の請求
可能期間は、最後の記録日から３年間
までとする。 
 
○債務者側参加金融機関に対する決済
情報の提供日から支払等記録の確定
日までは変更記録請求を受け付けな
い。 
 
○利害関係人がいる場合における、支払
期日変更に伴う変更後の支払期日は、
当該変更記録請求日（当該利害関係人
全員の承諾があった日）から３銀行営
業日目以降、かつ発生記録の電子記録
年月日から１年後の応答日以内の範
囲内のみ指定可能とする。 
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項目 内容 備考 

○ 記録全体の削除のための変更記録請求の場合も上記表の利害関係
人の整理により取扱う。 
 
○ 求償権の譲渡があった場合には、支払等記録に対する変更記録を
行う。 
 
○ 強制執行中の債権に関しては、差押債権者を利害関係人に含める。
 
○ この変更記録請求は、以下の手順により行う。 
①変更記録請求をしようとする当事者は、上記整理表にもとづき、
当該変更記録に係るすべての利害関係人から当該変更記録請求の
請求権限に係る委任状を取得する。 

  
②当該記録にかかる当事者は、でんさいネットに、①の委任状およ
び各利害関係人の指定参加金融機関が発行する本人確認済の証明
書を取りまとめて、自己の指定参加金融機関経由で、以下の事項
を変更記録請求として提示する。 
 
ア．対象となる債権記録および記録 
(ｱ) 対象となる債権記録について、記録番号および記録日を指
定し、当該債権記録のうち変更しようとする事項が記録され
ている記録（発生・支払等・保証・分割）を指定する。 
 
イ．変更する記録事項 
(ｱ) 上記ア．(ｱ)と併せて、次のように指定。 
(ｲ) 「債権記録番号 XXXX ○○記録 【支払期日等…】」。 
 
ウ．変更する旨 
変更する旨の固定文言。 
 
エ．変更原因 
以下の変更原因から利用者が選択する。 
【債権内容の変更（利用者属性情報以外）】 
【原因契約の解除】 
【求償権譲渡】 
【その他】（テキスト入力） 
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項目 内容 備考 

 
オ．変更後の内容 

  
③ ②の変更記録請求を受け付けたでんさいネットは、②のア～オ
の記録を行う。 

  
④ でんさいネットは、③の記録を行ったときは、すみやかに通知
する。通知は、請求当事者と利害関係人に対して行う。 

 
○ 以下の条件に合致する変更記録請求については、上記書面による
請求によらず、指定参加金融機関を経由したオンライン請求を可能
とする。 
【変更対象項目】 
①支払期日 
②金額 
③譲渡制限の定め 
④発生記録を削除する旨の変更 

【変更対象債権の状態】 
発生記録（およびそれに付随する信託の記録）以外の電子記録
がなされていない電子記録債権（譲渡記録が行われた後に、譲受
人から削除の変更記録が行われた状態を含む）。 

 

３－７．信託の記録請求 

(1) 信託の記録の概要 

○ 信託の記録は、参加金融機関となっている信託銀行（含む信託業
免許を取得している普通銀行）および信託業免許を取得している利
用者を受託者とする場合に限定する。 

 
○ 信託機能の利用を希望する上記利用者（あるいは参加金融機関、
以下同）は、でんさいネットの承認（および／または指定参加金融
機関の承認（参加金融機関ではない利用者の場合））を得る。 

 
○ 利用者（参加金融機関が利用者として利用する場合を含む）が信
託の受託者として利用する場合は、でんさいネットは、固有財産用
と信託の受託者用の両方を区分して利用できるようにする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 信託の記録請求の方法・手順 
 

○ 信託の記録請求は、発生記録請求・譲渡記録請求と同時に信託の
記録請求があったものとして取り扱う。 
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項目 内容 備考 

 
①当該発生記録請求・譲渡記録請求を行う義務者（債務者となろ
うとする者・譲渡人となろうとする者）は、当該請求にあたっ
て、請求事項の「債権者」・「譲受人」欄に、受託者（となろう
とする者）の信託口（信託財産用の利用者番号・口座情報）を
指定する。 
②上記の信託口指定がされた発生記録請求・譲渡記録請求があっ
た場合、でんさいネットは、受託者となろうとする者の信託の
記録請求があったものとして取り扱い、当該記録請求において
提供された情報、当該記録請求における信託口指定に伴う信託
の記録請求にかかる情報、および各記録請求の請求受付日時を
記載した請求受付簿を作成（規則 27 条および同別表１）し、記
録原簿に当該記録および信託の記録を行う。 

 
 

 
○左記の譲渡人は、委託者である場合と
単なる譲渡人の場合の両方を含む。 

 
 
 
○この場合、債務者・譲渡人となろうと
する者に、債権者・譲受人となろうと
する者（受託者）が、譲渡記録請求お
よび信託の記録請求を包括委任した
ものと考える（受託者の義務である発
生・譲渡記録請求と信託記録請求の同
時性の要件（施行令第３条第２項）を
満たす法律構成）。左記の取扱いにつ
いて、業務規程等で定める。 

 
○発生記録請求・譲渡記録請求の一括請
求の場合においても同様の取扱いと
する。 

 
(3) 信託記録請求事項 ○ 発生記録あるいは譲渡記録を受けて、信託記録請求事項は以下の

とおり取り扱う。 
 
①受託者の氏名・名称、住所等 
請求者たる受託者にかかる情報（氏名・名称、住所等）は、利
用者ＤＢから転記する。 
②信託財産に属する電子記録債権等を特定するために必要な事項 
「債権記録の記録番号」を記入。 

 ③信託財産に属する旨 
固定文言として「当該債権記録は受託者の信託財産に属する」
と記載を行う。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 信託記録事項 ○ 信託記録事項は「(3)信託記録の請求事項」にもとづき、以下のと
おり記録する。 
 ①信託財産に属する旨 
 ②信託財産に属する電子記録債権等を特定するために必要な事項 
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項目 内容 備考 

 ③電子記録の年月日（記録時点） 
 

(5) 信託の記録の削除 ○ 信託の記録の削除の取扱いは、以下のとおりとする。 
 
①譲渡により信託財産に属しないこととなる場合 
ア．譲渡人（受託者）から譲渡記録請求が行われた場合、でんさ
いネットは信託記録の削除の変更記録請求があったものとして
取り扱う（受託者の固有財産口に振替える場合も同様とする）。
なお、譲受人から当該譲渡記録について削除のための変更記
録はなされた場合、でんさいネットは信託の記録の回復のため
の変更記録を併せて行う。 
イ．信託財産として、発生記録・譲渡記録された債権が、当該信
託に係る合意内容と異なるなどの場合は、債権者・譲受人（受
託者）は、発生記録・譲渡記録にかかる削除の変更記録請求可
能期間（５銀行営業日）に削除の変更記録請求を行う。当該記
録請求が行われた場合は、でんさいネットは信託記録の削除の
変更記録請求についても合わせてなされたものとして取り扱
う。当該変更記録を行った場合には、譲渡人・債務者および譲
受人・債権者に対し、当該変更記録内容を各指定参加金融機関
を通じて通知する。 

 
②支払等記録を行う場合 
債権者（受託者）から「支払等記録がなされた場合は、信託記
録の削除をする旨の変更記録を行う」という停止条件付の請求を
得たうえで、条件に該当した場合には、受託者から信託記録の削
除の変更記録請求があったものとみなして取扱う。 

 
③信託終了・清算時（電子記録が残余財産に含まれている場合） 
債権者（受託者）は、帰属権利者ないし委託者への譲渡記録請
求を行う。当該記録請求が行われた場合は、信託記録の削除の変
更記録請求についても合わせてなされたものとして取り扱う。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○帰属権利者に指定されている者が利
用者でない場合は認めない取扱い。 

 
 

３－８．口座間送金決済以外の弁済
等による支払等記録請求 
(1) 口座間送金決済以外の弁済
等による支払等記録概要 

○ でんさいネットにおける電子記録債権についての支払いは、口座
間送金決済を基本とし、期日前弁済および期日後弁済が行われた場
合には、下記(2)の場合に限って、例外的に利用者は支払等記録請求
を行うことができることとする。 
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項目 内容 備考 

 
○ 債務者・電子記録保証人以外の第三者である利用者は、期日後弁
済に限って支払等記録を行うことができるものとする。支払等をし
た第三者には電子記録債権の行使が認められる（弁済による代位）。
利用者要件を満たさない債務者・電子記録保証人以外の第三者が支
払等を行った場合には、利用者登録を行った後に、当事者請求によ
る支払等記録請求を行う。また、求償権を譲渡する場合には求償権
の譲渡に伴う変更記録を必要とする。 
 
○ 当事者による支払等記録の請求にあたっては、当事者の請求のみ
を要件とし、弁済の事実を証明する書面の添付は不要とする。 
 

(2) 当該支払等記録を行う場合 【期日前弁済】 
○ 発生記録の記録事項において口座間送金決済を決済方法とする旨
の当事者間合意がなされているが、例外時の対応として、以下の限
定付で口座間送金決済以外の支払等記録を行うことができることと
する。 
 
①主たる債務者による期日前弁済（代物弁済を含む）、主たる債務
者に係る相殺、混同、免除のいずれかであること（ただし、３
－４(5)②特別求償権の発生の場合は保証人による期日前弁済
の場合も可） 
②口座間送金決済のための決済情報提供日（支払期日の２銀行営
業日前）より前までに、でんさいネットが支払等記録請求を受
け付けた（債務者からの請求の場合は債権者からの承認まで完
了する）こと。 
③債権金額の全額の弁済等であること。 

 
○ 利用者が自ら支払等記録を請求し、記録原簿に記録された場合、
決済情報の提供対象外とする。 
 
○ でんさいネットにおける支払等記録請求の受付時限は以下のとお
りとする。 
 
①債務者からの請求（債権者の承諾を要する）：支払期日を含め８銀
行営業日前まで 

 
○当事者による支払等記録請求の可否
及び事由については別紙Ⅱ３－７参
照。 
 
○期限前に一部金額の弁済を行う場合
等の取扱いについては、別紙Ⅱ３－９
参照。 
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②債権者からの単独請求：支払期日を含め４銀行営業日前まで 
 
○ 期日前弁済等を行ったにもかかわらず、当事者による支払等記録
請求が受付時限に間に合わなかった場合には、口座間送金決済手続
が行われるものとする。 
 
○ 口座間送金決済以外の当事者間での支払いがあったにも関わらず、
口座間送金決済手続きがなされた場合の取扱いとして以下が考えら
れる。 
①依頼返却に類似した取扱い 
債務者が債権者の同意書を添付して仕向銀行に振込電文送信停
止または組戻しを依頼する。 
②異議申立手続 
債務者が事前に２号支払不能事由による振込電文送信停止を仕
向銀行に依頼して口座間送金決済を阻止したうえで、異議申立手
続を行う。 
③後日当事者間で返金 
いったんは口座間送金決済を行ったうえで、後日当事者間で返
金の手続きを行う。 
④上記①から③をとりえず期日に資金不足の場合 
資金不足により支払不能となる。 
⇒支払等記録については、支払時限後、当事者から記録請求を
行う、または、債務者から債権者に対して、債務不存在確認
訴訟を提起する（債務不存在の確定判決をもって、でんさい
ネットが支払等記録を行う（法 5条 2項））。 

 
【期日後弁済】 
○ 支払期日に口座間送金決済を行うことができなかった場合におい
ては、以下により期日後弁済等に基づく支払等記録を行うことがで
きることとする。 
 
 ①期日後弁済等に係る支払等記録は、主たる債務者、電子記録保証
人、第三者利用者による弁済（代物弁済を含む）、相殺、免除、混
同に基づく記録請求が行われた場合に受付ける。 

 ②利用者以外の第三者が期日後弁済を行った場合は、利用者登録を
行った後に、当事者請求による支払等記録請求を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○左記により、期日後弁済等に基づく支
払等記録を行う場合においても、でん
さいネットは、仕向銀行から「1 号支
払不能」または「2 号支払不能」の届
出があったものについて「支払不能」
の登録を行う（「６.支払不能」参照）。 
 
○債権者の所在不明等により債務者が
弁済等を行うことができない場合、弁
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項目 内容 備考 

③支払期日の２銀行営業日前からでんさいネットの支払等記録時限
までの間に弁済等が行われ、当事者による支払等記録請求があっ
た場合、当該債権について仕向銀行から支払不能の届出がなされ
ていることを前提に請求を受付けるが、その支払等記録は口座間
送金決済による支払等記録時限と同時に行う（「６．支払不能」参
照）。 

 ④主たる債務者による弁済等については、債権金額の一部の弁済等
による支払等記録請求を受付けることとし、その他の利用者の弁
済等については、債権金額の全額の弁済等があった場合に限定し
て支払等記録請求を受付ける。 

 
○ でんさいネットが支払事由として記録するのは次の２種類とす
る。 
 
①口座間送金決済 
②口座間送金決済以外 
 

済供託をすることも可能であるが、で
んさいネットに当該事由についての
記録は行わない。 

(3) 当該支払等記録の請求者お
よび請求の方法 

○ 請求可能な支払等記録は以下のとおりとする。 
 
①債権者が単独で請求する。【支払等記録（債権者請求方式）】 
②支払者（債務者、電子記録保証人、第三者）が請求し、債権者が
承諾する。【支払等記録（支払者請求方式）】 
 
○ １つの電子記録債権について、支払者の支払等記録請求に対して
債権者が承認する前に、債権者の単独請求による支払等記録請求が
行われた場合は、債権者の単独請求による支払等記録請求が優先す
ることとする。 
なお、債権者の単独請求による支払等記録請求が行われた場合、
支払等記録が行われた旨の通知のみを行い、支払者の支払等記録請
求が棄却された旨の別途の通知は行わない。 
 
○ 支払等記録請求事項（債権者単独請求の場合） 
 
①法定の請求事項（法 6条、令 1条 8号） 
ア．請求者提供情報 
(ｱ) 当該支払等記録がなされることとなる債権記録の記録番

○いずれの方式でも、請求者は参加金融
機関を通じて、システム的に請求を行
う。 
 
○支払等記録請求の事務フローについ
ては、別紙Ⅱ３－８－１、３－８－２
参照。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○債務特定事項（令 1 条 8 号、法 24 条
１号）は記録番号で足りるので、他の
情報提供は不要。 
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項目 内容 備考 

号。 
(ｲ) 支払等をした金額、その他当該支払等の内容（法24条2号）。
(ｳ) 支払等があった日（法 24 条 3号）。 
(ｴ) 民法 500 条に定めた正当な利益に係る事由。 

 
イ．転記情報 
(ｱ) 請求者たる債権者の氏名／名称・住所（令 1条 1号）、代表
者氏名（法人の場合に限る。令 1条 2号） 
⇒債権者の利用者番号等をキーとして、利用者ＤＢから自
動入力する。 

(ｲ) 支払等をした者の氏名／名称・住所（法 24 条 4号） 
⇒支払等をした者の利用者番号等をキーとして、利用者Ｄ
Ｂから自動入力する。 

 
②法定外の請求事項 
  ア．債権者の利用者番号等：請求者から提供 
  イ．支払等をした者の利用者番号等：請求者から提供 
 

 
○請求者が債務者である場合、債権者に
係る情報は不要。 
 
○支払等をした者が保証人である場合
における支払等記録に関する通知は、
債務者にも行うこととする。 

３－９．強制執行等の記録請求 

(1) 強制執行等の記録の概要 

 
○ でんさいネットは、法令、最高裁規則を踏まえて、でんさいに関
する強制執行、滞納処分その他の処分の制限に係る書類の送達を受
けたときは、遅滞なく、職権により強制執行等の電子記録を行う。
 

 
○でんさいネットは、書類の送達を受け
て強制執行の記録および強制執行の
削除の変更記録を行う。 

(2) 一部金額の差押 ○ 一部金額の差押があった場合は、業務規程等における利用者の事
前同意を前提に、債権者（電子記録債権上の債権者。以下同じ。）か
ら分割記録請求があったとみなして、でんさいネットにおいて差押
えられていない部分の分割を行う。 
 

 

(3) 強制執行等の記録事項 ○ 必要的記載事項（政令 6条） 
  
①強制執行等の内容（同条 1号） 
処分制限の理由を記録する。 

②強制執行等の原因（同条 2号） 
裁判所からの差押命令等の日付・発遣番号等を記録する。 

③強制執行等に係る電子記録債権等を特定するために必要な事項
（同条 3号） 

 
 
○「強制執行」、「滞納処分」、その他「仮
処分」等の処分制限の理由を記録す
る。 
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項目 内容 備考 

ア．差押対象債権番号 
イ．強制執行等に係る債務者氏名／名称・住所（債権記録上は債
権者） 

④差押債権者氏名／名称・住所（同条 4号） 
⑤電子記録の年月日（同条 5号） 
 
○ その他法定外の記録 
  
①差押債権者の代表者名 
 （以下、差押債権者が利用者である場合） 
②差押債権者の利用者番号 
③差押債権者の指定参加金融機関情報（金融機関コード、金融機関
名、支店コード、支店名、決済口座種別、決済口座番号） 
 

(4) 電子記録の禁止 ○ でんさいネットは、「(3) 強制執行等の記録事項」に示す記録を
行うとともに、当該債権記録について、利用者から請求があった場
合でも、以下の命令・通知（以下、「差押命令等」という。）を受領
したときは、法令で認められている電子記録を除き、電子記録を禁
止する。 
  
①民事執行規則150条の10にもとづく当該債権記録上の電子記録債
権への差押命令の送達 
②民事保全規則42条の2にもとづく当該債権記録上の電子記録債権
への仮差押命令の送達 
③民事保全規則45条の2にもとづく当該債権記録上の電子記録債権
への仮処分命令の送達 
④犯罪収益に係る保全手続等に関する規則11条の2にもとづく当該
債権記録上の電子記録債権への没収保全命令の送達 
⑤国税徴収法62条の2にもとづく当該債権記録上の電子記録債権へ
の債権差押通知の送達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （5）口座間送金決済等の取扱い ○ でんさいネットに差押命令等が送達された場合の口座間送金決済
および支払等記録については、その送達時期により、以下のとおり
取扱う。 
 
①決済情報作成前に送達された場合 

 



 

60 
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ア．決済情報の提供は行わず、口座間送金決済を停止する。 
イ．職権による支払等記録は行わない。 

 
②決済情報提供後～支払期日前日に送達された場合 
ア．参加金融機関に対し、口座間送金決済を停止するよう通知す
る（事務処理上、事前に送金手続を実施している場合には、組
戻処理を行う）。 
イ．職権による支払等記録は行わない。 

 
③支払期日以降に送達された場合 
ア．通常どおり、口座間送金決済を実施する。 
イ．仕向金融機関から口座間送金決済通知があった場合は、当事
者から差押債権者に対抗できる支払等記録請求があったとみな
して、支払等記録を行う。 

 
○ 支払期日前に債務者に差押命令等が送達された場合は、当該債務
者は弁済を禁止されることから、当該債務者は自己の指定参加金融
機関に対し、口座間送金決済を停止するよう申し出ることとする。
 
○ でんさいネットは、口座間送金決済を停止する場合は、当該債権
にかかる債務者、債権者、利害関係人に対し、各指定参加金融機関
を通じて通知する（当該通知は、当該指定参加金融機関を含む）。 
 
○ でんさいネットは、裁判所からの通知により差押命令等の債務者
への送達年月日を確認し、必要に応じて、支払等記録の訂正（取消）、
または強制執行等の記録を削除する旨の変更記録を行う。 
 

(6) 電子記録債権譲渡命令等 ○ 執行裁判所が、民事執行規則 150 条の 14 第 1項第 1号にもとづく
電子記録債権譲渡命令の決定を行い、確定した場合には、裁判官書
記官の嘱託を受けて、でんさいネットは、職権で債権者の変更記録
を行う。 
 
○ 執行裁判所が、民事執行規則 150 条の 14 第 1項第 2号にもとづく
電子記録債権売却命令の決定を行い、確定した場合には、執行官等
の嘱託を受けて、でんさいネットは、職権で債権者の変更記録を行
う。 

○でんさいネットの利用者でない者を
債権者とする変更記録を行った場合
は、当該者が指定参加金融機関経由で
利用者登録を行うまで、記録請求や口
座間送金決済等は行うことができな
いこととする。 
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項目 内容 備考 

 
○ 執行裁判所が、民事執行規則 150 条の 15 第 1項にもとづく電子記
録債権の転付命令の決定を行い、確定した場合には、裁判所書記官
の嘱託を受けて、でんさいネットは、職権で債権者の変更記録を行
う。 
 
○ 上記の嘱託を受けた変更記録にあたっては、変更記録後の当該債
権者が利用者である場合には、必要な情報は利用者 DB にもとづき自
動変更を行う。なお、指定参加金融機関を複数登録している場合に
は、当該変更記録にあたって、指定参加金融機関および決済口座に
ついて、変更記録後の債権者の届け出るよう通知を行う。 
 
○ 上記の変更記録を行った場合には、債務者および当該債権記録に
かかる利害関係人に対し、でんさいネットは変更記録内容について
通知を行うものとする。 
 
○ でんさいネットは、取立による支払を受けた差押債権者から支払
等記録請求があった場合は、支払等記録を行うとともに、執行裁判
所に対し支払等記録をした旨を届け出る。 
 
○ 債務者が差押に係る債権の全額に相当する金銭を供託した場合
は、でんさいネットは、裁判所書記官からの支払等記録請求の嘱託
を受けて、支払等記録を行う。 
 

 
○嘱託時に指定参加金融機関、決済口座
の情報について届出が行われるよう
な取扱いが可能か、届出があるまで
は、記録請求を受け付けない取扱いと
すべきか今後検討（届出前に支払期日
が到来した場合の取扱いを含む）。 

３－１０．記録の訂正・回復 
 (1) 電子記録の訂正・回復概要 

 
○ でんさいネットは以下の場合に電子記録の訂正を行う。 
 
①電子記録の請求に当ってでんさいネットに提供された情報の内容
と異なる内容の記録がされている場合 
②請求がなければすることができない電子記録が、請求がないのに
されている場合 
③でんさいネットが記録すべき記録事項について、記録すべき内容
と異なる内容の記録がされている場合 
④でんさいネットが記録すべき記録事項について、記録がされてい
ない場合 
 

 
○訂正・回復が必要となる事項の発生要
因について、以下の事項が考えられ
る。 
①事務ミス 
でんさいネット担当者または指定
参加金融機関担当者の入力ミスお
よびシステムエラー発生時の処理
ミスなどヒューマンエラー 
②ハッキング 
 悪意を持つ第三者による改ざん 
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○ 大規模障害は訂正・回復機能ではなく BCP として整理を行う。訂
正・回復機能は、誤登録の補正などの個別の債権レベルの対応とす
る。 
 
○ でんさいネットは、法第 86 条に定める期間が経過する前に電子記
録が消去されたときは、電子記録の回復を行う。 
 
○法第 86 条に定める期間は以下のとおり。 
 
①当該債権記録に記録されたすべての電子記録債権に係る債務の全
額について支払等記録がされた日または変更記録により債権記録
中の全ての記録事項が削除する旨の記録がされた日から 5年間 
②債権記録に記録された支払期日または最後の電子記録がされた日
のいずれか遅い日から 10 年間 

 
 
 
○ でんさいネットは、利用者から記録請求の内容と電子記録の内容
に相違がある旨の申出があった場合は、下記の手続に沿って、訂正、
回復手続きを行うこととする。 
   
○ 利用者から訂正の申出がある場面としては、以下を想定。 
①でんさいネットから参加金融機関を経由して提供された各電子記
録（発生、譲渡等）を行った旨の通知と記録請求内容に相違があ
る（指定参加金融機関に依頼した記録請求内容と実際に記録され
た記録内容に相違がある）場合 
②利用者が開示請求により開示を受けた当該電子記録債権の内容と
記録請求内容に相違がある場合。 

 

 
 
 
 
○訂正・回復を要する契機として、この
他、参加金融機関の申出やでんさいネ
ットが相違を知りえた場合（例えば、
でんさいネットがハッキング情報を
取得し、自主点検を行った結果、第三
者による電子記録の改ざんを確認し
たケース、でんさいネットでのオペレ
ーションが正しく行われているかど
うかを目的とした、オペレーション結
果（届出書類と確認票）の定期的な抜
取検査で誤りを発見したケース等）な
ども考えられる。 
 

(2) 電子記録の訂正・回復の方
法・手順 

 

○ 電子記録の訂正・回復の方法・手順は以下のとおりとする。 
 
①利用者およびその指定参加金融機関は、当該訂正・回復に係るす
べての利害関係人から訂正・回復請求に係る承諾書および各利害
関係人の指定参加金融機関が発行する本人確認済の証明書を取り
まとめて、自己の指定参加金融機関に対して、記録請求内容と電
子記録の内容に相違がある旨、申し出ることができる。法 86 条の
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期間が経過する前であれば、当該申出は可能とする 
 
②当該申出を受けた指定参加金融機関は、記録請求時に利用者から
受理した記録請求内容（以下、「当初記録請求内容」という）と記
録原簿における電子記録の内容とを突合し、訂正・回復事由の有
無を確認する。相違があり、訂正・回復事由がある場合は、指定
参加金融機関はでんさいネットに対して、当該訂正・回復を要す
る記録内容を、当初記録請求内容、承諾書等とともに書面により
請求する。 
 
③上記②の訂正・回復にかかる通知を指定参加金融機関から受理し
たでんさいネットは、当該電子記録債権に対する記録請求を一時
的に停止する措置（債権ロック）を行うとともに、当初記録請求
内容と記録原簿および請求受付簿の内容を突合し、相違の有無を
確認する。当該記録内容について、相違があることを確認した場
合下記④の訂正・回復を行う。 
 
④でんさいネットは、指定参加金融機関から通知された当初請求内
容にもとづき、記録原簿における電子記録を訂正し、当該記録請
求にかかる義務者、権利者および上記①の利害関係人に通知する。
 
⑤上記②の利用者からの記録内容相違の申出を受けた指定参加金融
機関が、当初記録請求内容と記録原簿および請求受付簿の内容を
突合した結果、相違がない場合は、当該訂正・回復の申出を行っ
た利用者に対し、訂正・回復は行うことができない旨を連絡する。
 
⑥上記③ででんさいネットが当初記録請求内容と記録原簿および請
求受付簿の内容を突合した結果、請求受付簿の内容に同様の相違
があった場合には、④で記録原簿における電子記録の訂正・回復
と併せて、請求受付簿の内容も訂正・回復を行う。 
 
○ 以下の条件に合致する電子記録債権に対する訂正の請求について
は、上記書面による請求によらず、指定参加金融機関からのオンラ
イン請求処理を可能とする。 
 
【訂正・回復対象債権の状態】 

 
 
○左記のほか、指定参加金融機関では、
当該申出を行った利用者の請求がイ
ンターネットバンキング等による場
合、利用者から送信されたデータと同
金融機関がでんさいネットに送信し
たデータの突合あるいはでんさいネ
ットへのデータ送信システムの不具
合有無の確認を行うことが想定され
る。 
また、書面請求の場合、送信された書
面内容とでんさいネットへの送信デ
ータあるいはでんさいネットの請求
受付簿の開示回答内容を突合するこ
とが想定される。 
 
 
 
 
 
○左記の場合は、利用者からの記録請求
内容と相違なく記録が行われている
ことから、利用者が当該内容に異議が
ある場合は、変更記録手続に移行する 
ように説明する。 
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発生記録（およびそれに付随する信託の記録）以外の電子記録
がなされていない電子記録債権（譲渡記録が行われた後に、譲受
人から削除の変更記録が行われた状態を含む）。 

 

４．決済 

（1） 決済制度 

 
○ でんさいネットの取扱う電子記録債権の決済は、内国為替制度（全
銀システム）を利用して行う（同一指定参加金融機関で電子記録債
権の決済を行う場合は除く）。 
 
○ 内国為替制度を利用した電子記録債権のインターバンク決済は、
第６次全銀システムで導入が予定されている大口（１億円以上）と
小口（１億円未満）で区分して行われるが、後記(7) の支払等記録
は大口と小口で区分せず、同一時点に行う。 
 

 
 
 
 
 
○口座間送金決済も、大口（1億円以上）
は RTGS 対象取引となる。 

（2）決済口座 ○ 利用者は間接アクセスのために利用する指定参加金融機関に電子
記録債権の決済に利用する口座を保有しなければならないものと
し、利用者のでんさいネットの利用申請時に当該口座を指定参加金
融機関に届け出る取扱いとする。 
 
○ 電子記録債権の決済は、一の電子記録債権の債権記録に記録され
た債権者・債務者が当該電子記録債権の債権記録に記録した指定参
加金融機関の決済口座を通じて行う。 
 

○口座の預金種目は「１．利用者」参照。 
 
 
 
 
 

（3）決済手段に係る取り決め ○ 電子記録債権の決済および支払等記録の取扱いは、法 62 条および
63 条に定める「口座間送金決済」の方法により行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 法 62 条１項の口座間送金決済に関する利用者（債権者・債務者）、
指定参加金融機関およびでんさいネットの三者契約の締結は、業務

○法 63 条 2 項の「支払期日に支払うべ
き電子記録債権に係る債務の全額に
ついて口座間送金決済があった旨の
通知を同項に規定する銀行等から受
けたとき」に「仕向銀行が当該債権に
係る支払指図電文を発信した旨をで
んさいネットが受信し、入金不能等の
連絡がないまま一定期間経過した後」
が該当するよう業務規程等に規定す
る。 
 
○利用者においては利用申請における
利用合意、参加金融機関においては参
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規程、「決済規則（仮称）」等への合意により取扱う。 
 
 
○ 具体的な決済手順等は、「決済規則（仮称）」に定める。 
 

加申請における参加合意により取扱
う。 
 
○業務規程本体における規定は、法令上
必要な最小限の範囲にとどめる。 
 

（4）決済情報 ○ でんさいネットは、債権記録のうち決済に係る情報（支払期日、
支払金額、債権者・債務者口座等）（以下「決済情報」という。）を
法 63 条１項にもとづき、債権記録に記録された債務者の指定参加金
融機関（仕向銀行）に支払期日の２銀行営業日前のでんさいネット
営業開始後に提供する。 
 
○ 決済情報の設定項目等は以下とする。 
 
①設定項目 仕向口座情報、被仕向口座情報、記録番号、債権金額、

電子記録年月日、支払期日、決済実施日、債務者のス
テータスコード。 

②抽出方法 日次バッチ処理により利用者ＤＢおよび記録原簿から
抽出する。 

③提供方法 でんさいネットと参加金融機関間のネットワークを経
由したオンライン通知。 

 
○ 決済情報の提供対象となる債権記録は、以下の①～④をすべて満
たすものである。 
 
①銀行営業日のでんさいネット営業時間終了後のバッチ処理時点に
おいて、その２銀行営業日後が支払期日である。 
②期日前弁済による支払等記録が行われていない。（ただし、支払等
記録請求が否認された記録債権は抽出対象となる。） 
③強制執行（電子記録の禁止）が行われていない。 
④指定参加金融機関のステータスが資格停止・剥奪ではない。 
 
○ 決済情報の提供を受けた仕向銀行の被仕向銀行に対する口座確認
の実施は、仕向銀行の任意とする。 
 
○ 決済情報の仕向銀行から債務者への通知は任意とする。 

○先日付振込を対象とする決済情報提
供の前倒しは行わない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○決済情報の提供と振込依頼の意思表
示の関係は決済規則（仮称）等におい
て規定化する。 
 
○システム障害等により仕向銀行が決
済情報を受信できない場合の対応。 
◇でんさいネットは、決済情報を出力
できる機能を有するものとする。 
◇参加金融機関への決済情報の提供
は、一定のセキュリティを確保した
うえで、電子メールによる送信を前
提にする。 
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○ 決済情報の作成日(支払期日の３銀行営業日前)のコアタイム終了
後からでんさいネットが口座間送金決済による支払等記録を行う時
限までは、以下の記録請求を除いて、当該電子記録債権に対する記
録請求を許容しない。 
 
①当事者請求による支払等記録 
ア．支払期日の全銀システムのテレ為替通信終了時刻以降、当事
者による支払等記録請求の有無に関わらず、仕向銀行の判断に
おいてでんさいネットに対して支払不能の届出を行うことがで
きるよう業務規程等に規定する。（「6.支払不能(3)参照」） 
イ．決済情報提供後は、支払期日より後かつ仕向銀行による支払
不能登録がなされた後でないと当事者による支払等記録請求を
行うことはできない。 
ウ．支払期日以降に支払者（債務者、電子記録保証人、第三者）
から請求があれば、でんさいネットは当該支払等記録請求を受
け付ける。ただし、債権者の承諾が支払等記録の記録時点より
前にあった場合でも当該請求にもとづく支払等記録の記録タイ
ミングは、口座間送金決済による支払等記録時限に合わせる。
エ．債権者からの支払等記録請求については、でんさいネットに
請求があった時点で成立するが、当該請求にもとづく支払等記
録の記録タイミングは、口座間送金決済による支払等記録時限
に合わせる。この場合でも、口座間送金決済がなされなかった
事に変わりはなく、支払不能として取り扱われることに変わり
はない。 
 
②強制執行等の記録 
 

 
 
 
 
 
 
○当事者請求による支払等記録の具体
的な手続は「３－７．口座間送金決済
以外の弁済等による支払等記録請求」
参照。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○強制執行等の記録については、「３－
９．強制執行等の記録請求」を参照。 
 

（5）支払指図電文（為替電文） 
 

○ 支払指図電文（為替電文）は、第６次全銀システムの電文フォー
マットと同一とし、次の電文について電子記録債権用の通信種目を
新設する。 
  
①為替 
ア．振込（電子記録債権・当日） 
イ．振込（電子記録債権・先日付） 
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 ②雑為替 
ア．その他資金付替（電子記録債権・当日） 
イ．その他資金付替（電子記録債権・先日付） 

 ③一般通信 
ア．照会（電子記録債権） 
イ．依頼（電子記録債権） 
ウ．連絡（電子記録債権） 
エ．回答（電子記録債権） 

 
○ 電子記録債権の特定に係る情報として記録番号を「ＥＤＩ情報」
欄〔20 桁〕に設定する。 
記録番号の体系は以下のとおり。 
 
記録番号〔20 桁〕 
①利用者番号〔９桁〕 
②債権明細番号〔６桁〕 
③分割記録用枝番〔４桁〕 
④チェックデジット〔１桁〕 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（6）決済手順 ○ 口座間送金決済に係る決済手順は別紙Ⅱ４－２のとおり。 
 
○ 資金引落しに関する時限、回数、方法等に関するルールは定めな
い。 
 
○ 先日付による送金の取扱いは、支払期日の前銀行営業日および
前々銀行営業日を認める。 
 
○ 口座間送金決済についての支払等記録の対象は、支払期日に振込
電文を発信したものとする。 
  ただし、銀行都合により支払期日当日中に振込電文が発信できな
い場合には、内国為替取扱規則に定める「未送信為替」の取扱いを
許容し、この場合には支払等記録の対象とする。 
 
○「未送信為替」の場合、支払期日の翌銀行営業日に為替電文の送信
を行った時点ですみやかに、仕向銀行からでんさいネットへ「口座
間送金決済があった旨の通知」を行うこととする。 

 
 
 
 
 
○支払期日３銀行営業日前～５銀行営
業日前の取扱いは認めない。 
 
○被仕向銀行から債権者へ入金通知は
任意とする。 
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  これ以外の債権者・債務者間の決済は、当事者任意の方法とし、
支払等記録は当事者の請求によることとする。 
 
○ 組戻（債務者が債権者の同意書を添付して仕向銀行に依頼する場
合に限る）および取消は、内国為替取扱規則の定めに従い取扱うも
のとする。 
   
 
 
 
○ 支払等記録の訂正（取消）を行った場合、仕向銀行は「支払不能
（0号）」をでんさいネットに対して通知する。 
 
 
 
 
 
○ 債務者による口座間送金決済にもとづく送金手続の訂正は認めな
い。金融機関による訂正処理は、内国為替取扱規則の定めに従い取
扱うものとする。 
 
○ 次により手形の依頼返却に類似した取扱いを認める。 
  
①決済情報提供日～振込電文発信前----振込電文送信停止 
 ②振込電文発信後--------------------組戻 
ただし、当該取扱いは以下の方法を許容し、参加金融機関が任
意で実施する顧客サービスの範囲とする。 
ア．債務者が債権者の同意書を添付して仕向銀行に依頼する方法
イ．債権者から被仕向銀行に書面にて依頼し、被仕向銀行から仕
向銀行へ連絡をとり、口座間送金決済の処理状況に応じて対処
する方法 
（組戻による資金返還の有無は、内国為替取扱規則に定める取
扱いに従う。） 

 
○ 上記取扱いを行う場合、支払不能ルールの適用対象外（０号支払
不能）とする 

 
 
 
○債権者の同意書がない組戻は受け付
けないこととする。 
○同意書に関わる債権者の本人確認や
意思確認は各参加金融機関の手続に
拠ることとし、統一的な手続は定めな
い。 
 
○利用者のステータスが、支払等記録の
訂正（取消）前に、すべての電子記録
債権に支払等記録がなされたことに
より、利用制限から強制解約のステー
タスへ移行されていた場合、利用制限
ステータスへ戻すこととする。 
 
○債権者の同意の有無に関わらず、債務
者による訂正は認めない。 
 
 
○先日付振込電文発信後から支払期日
までの間は、組戻により対応する。 
 
○同意書に関わる債権者の本人確認等
につき上記。 
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○ でんさいネットから提供された決済情報にもとづく債権者の決済
口座以外の口座への入金は許容しない。被仕向銀行において、決済
情報に記録された口座（つまり、決済情報にもとづき仕向銀行から
送信された口座間送金決済にかかる振込電文に記載された振込口
座）が存在しない場合、被仕向銀行は資金の返還を行う。それを受
けた仕向銀行は、でんさいネットに対して支払不能０号を通知する。
 
○ 入金不能時は、仕向銀行に資金返送のうえ、仕向銀行は債務者に
当該資金を返却する取扱いとする。 
 

（7）口座間送金決済による支払等

記録 

○ 決済情報にもとづき支払期日に口座間送金決済手続きを行った仕
向銀行は「口座間送金決済通知」をでんさいネットに対して通知す
る。 
 
○口座間送金決済通知の設定事項等は以下とする。 
①設定項目 
記録番号、金額、電子記録年月日、支払期日など 
（仕向金融機関において口座間送金処理が実施したもののみを
口座間送金決済通知の対象とする。） 

②でんさいネットへの提供方法 
オンライン（添付ファイル）方式 

③でんさいネットへの提供時刻  
原則、支払期日中とする。未送信為替の取扱いを支払期日の翌
銀行営業日に行なった場合は、翌銀行営業日中の送信も可能。 
全銀システムの先日付振込（支払期日の前銀行営業日および
前々銀行営業日）を行った場合でも、「口座間送金決済通知」は支
払期日にでんさいネットに対して通知する。 
④決済情報と口座間送金決済通知との突合 
記録番号、金額、電子記録年月日、支払期日を突合する。 

 
○ 支払等記録は「支払期日から２銀行営業日後の全オンライン取引
終了後」に実施する。 
 
○ 支払等記録の後、口座相違等により決済が完了していなかった場
合の支払等記録の取消ルールについては、次のとおりとする。 

○支払等記録の実施についての仕向銀
行から債務者への通知は任意とする。 
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①仕向銀行側で、被仕向銀行からの資金返戻電文を受信していたが、
でんさいネットに支払不能通知０号（口座なし）を通知すること
を失念し、さらに「口座間送金決済があった旨の通知」を通知し
てしまったケース。 
 
ア．債務者は支払未済の状態（資金返戻を受けている）。 
イ．仕向銀行は、本来すべきではない「口座間送金決済があった
旨の通知」をでんさいネットに通知していることとなり、間違
った通知にもとづく支払等記録として、訂正記録で対応する。

 
②被仕向銀行側で、仕向銀行に資金返戻電文を発信することを失念
してしまったため、仕向銀行が「口座間送金決済があった旨の通
知」をでんさいネットに通知してしまったケース。 
 
ア．資金は被仕向銀行に滞留している状態。 
イ．仕向銀行としては、被仕向銀行から資金返戻電文を受けてい
ない以上、でんさいネットに「口座間送金決済があった旨の通
知」を行うのは当然であり、当該通知は有効な通知として整理。
ウ．いったんは有効な通知にもとづく支払等記録がなされたもの
として、変更記録で対応する。 

 
③でんさいネット側で、仕向銀行から支払不能通知０号を受信して
いたが、何らかの理由により支払等記録を行ってしまったケース。
 
ア．③のケースは、上記①と同様に訂正記録で対応する。 
 

（8）口座間送金決済以外の決済と

支払等記録の取扱い 

○ 一の電子記録債権に係る口座間送金決済については、支払期日の
全銀システムのテレ為替の通信終了時刻までとし、その後の取扱い
は口座間送金決済以外の方法による。 
 
○ 上記を含め口座間送金決済以外の一定の方法による場合、当事者
からの請求による支払等記録を行うこととする。 
 
〇 当事者の支払等記録請求は、「支払期日当日の全銀システムのテレ
為替通信終了時刻以降」とする。この場合でも、支払等記録は「支

 
 
 
 
○当事者による支払等記録請求の方法
については、別紙Ⅱ３－７を参照。 
 
○混同が生じる場合であっても、支払期
日２銀行営業日前時点において、支払
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払期日から２銀行営業日後の全オンライン取引終了後」に実施する。
 
 

等記録が行われていない場合は、でん
さいネットは仕向銀行に決済情報を
提供する。 
 

（9）決済手段において生じる損失

等の責任分担 

○ 決済において誤情報から生じる損失等の責任は、原則として、当
該誤情報を作出した当事者において負担する。 
 

○システム上の障害等により生じた損
失の責任については、災害・障害時一
般のルールと併せて今後検討。 
 

５．開示 

（1）記録事項の開示 

 

○ 利用者（利用者の相続人、利用者契約解約後の元利用者を含む。）

は、でんさいネットに対し、債権記録に記録されている事項につい

て開示請求をすることができることとする。 

 

①利用者の相続人については、被相続人の電子記録債権上の立場に

準じた取扱いとする。 

②利用者契約解約後の元利用者については、開示対象となる電子記

録債権上の立場に準じた取扱いとする。 

 

 

 

 

 

○ でんさいネットは、開示請求者の立場に応じ、法 87 条に規定する

事項を開示する。 

 

○ でんさいネットは、法律上の開示事項ではない記録事項について

開示を行う場合は、法 87 条２項の規定にもとづき、開示事項、開示

請求者の範囲、その他必要な事項を業務規程等に定めたうえで、利

用者の同意を得ることとする。 

 

〔法定外の開示事項〕 

①電子記録名義人（最終債権者）等に対する開示 

機関は、電子記録名義人のうち、最終債権者（手形でいう最終

 

○参加金融機関は、予め利用者の同意を 

得たうえで、当該参加金融機関の利用

者が当該参加金融機関を通じて行っ

た記録事項について、開示請求するこ

とができるものとする。 

 

○参加金融機関は、当該参加金融機関の

利用者が他の参加金融機関を通じて

記録した記録事項については、開示請

求することはできない。 

○開示請求者別の開示事項は、別紙Ⅱ５

－１参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○債務者の決済口座情報のうち金融機

関名および支店名は法律上の開示事
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裏書人＝所持人）から記録事項の開示を受けた場合は、法 87 条に

規定する開示事項に加え、債務者の決済口座情報のうち金融機関

名および店舖名を開示することとする。 

特別求償権を取得した電子記録保証人から記録事項の開示を受

けた場合も、同様の取扱いとする。 

②電子記録債務者のうち発生記録における債務者に対する開示 

機関は、電子記録債務者のうち、発生記録における債務者から

記録事項の開示請求を受けた場合は、法 87 条に規定する開示事項

に加え、債務者の決済口座情報（金融機関名、店舖名および口座

番号）を開示することとする。 

 ③支払等記録により電子記録名義人または電子記録債務者ではなく

なった者に対する開示 

支払等記録によって電子記録名義人または電子記録債務者では

なくなった者（法 87 条１項３号に該当する者のうち、支払等記録

がされる直前に電子記録名義人または電子記録債務者であった

者）に対する開示は、従前の電子記録名義人または電子記録債務

者と同等の立場として取扱うものとする。 

 

○ でんさいネットは、開示請求者が示した開示理由につき法令の定

めに照らして相当であると認めた場合は、法 87 条に規定する範囲に

おいて、最終電子記録名義人に至るまでの一連の譲渡記録に譲受人

として記録されている者の氏名または名称および住所を開示するこ

ととする。 

 

項ではないが、手形券面上に記載され

ている情報であることなどを踏まえ、

開示対象とする。 

 

○債務者の決済口座情報は法律上の開

示事項ではないが、発生記録における

債務者に対して当該債務者自身の決

済口座情報を開示することに特段の

弊害はないと考えられることから、開

示対象とする。 

 

 

（2）提供情報の開示 

 

○ 利用者（利用者の相続人、利用者契約解約後の元利用者を含む。）

は、でんさいネットに対し、電子記録の請求に当りでんさいネット

に提供した情報について開示請求をすることができることとする。

 

①利用者の相続人については、被相続人の電子記録債権上の立場に

準じた取扱いとする。 

②利用者契約解約後の元利用者については、開示対象となる電子記

録債権上の立場に準じた取扱いとする。 

 

○参加金融機関は、予め利用者の同意を 

得たうえで、当該参加金融機関の利用 

者が当該参加金融機関を通じて提供  

した情報について、開示請求すること

ができるものとする。 
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○ でんさいネットは、開示請求者が示した開示理由につき法令の定

めに照らして相当であると認めた場合は、開示請求者が開示対象と

なる債権記録にかかる記録請求の当事者でない者であっても、当該

記録請求に当ってでんさいネットに提供された情報のうち、開示請

求者が利害関係を有する部分について、開示することとする。 

（3）開示方式・検索方式等 ○ 記録事項および提供情報の開示方式については、開示請求者（利

用者、利用者の相続人、利用者契約解約後の元利用者）の請求方式

（オンライン、ＦＡＸ等）に応じて定めることとする。 

 

○ 利用者、利用者の相続人、利用者契約解約後の元利用者が行う開

示請求は、原則として、開示対象となる記録事項および提供情報に

かかる指定参加金融機関を経由して行うものとする。 

 

○ 記録事項の開示については、「最新情報開示（抄本開示）」、「全部

開示（謄本開示）」の２つの機能を設ける。 

 

○ 利用者が記録事項の開示請求をする場合、必須となる検索キーは、

その開示目的に応じて以下のとおりとする。 

 

①個別債権記録を開示する場合 

・記録番号。 

②一定範囲の債権記録を開示する場合 

・電子記録債権上の立場（債務者、債権者、電子記録保証人等）。

 

○ 利用者が提供情報の開示請求をする場合、必須となる検索キーは、

その開示目的に応じて以下のとおりとする。 

 

①個別請求情報を開示する場合 

・記録番号。 

②一定範囲の請求情報を開示する場合 

・電子記録債権上の立場（債務者、債権者、電子記録保証人等）

および請求日（範囲）。 

 

○具体的な開示方式および開示対応フ

ローについては、別紙Ⅱ５－２、５－

３参照。 

 

○開示請求については、請求受付簿への

記録は行わない。 

 

 

 

 

 

○開示機能の検索キー（必須検索キー、

任意検索キー）および処理方式につい

ては、別紙Ⅱ５－４参照。 

 

○記録番号の指定により、複数の立場の

記録事項を一度に開示することはあ

るが、開示請求者に関する記録事項す

べてを一度に開示請求することはで

きない。 

 

○参加金融機関が個別債権記録および

個別請求情報の開示請求する場合も、

記録番号が必須キーとなる。また、参

加金融機関は、立場、請求日（範囲）

の指定により当該参加金融機関利用

者の利用状況を確認することができ

るほか、利用者番号等を任意検索キー
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○ 開示請求に当っては、請求内容に応じて処理方式を分ける取扱い

とする（「オンライン処理」（即時回答）、「ディレードバッチ処理」（開

示請求時には請求を受け付けた旨のみ回答し、結果は一定時間後に

回答））。 

 

 

 

 

 

として指定することで、特定利用者の

利用状況の確認を行うことも可能と

なる。 

 

○一の指定参加金融機関を経由した開

示請求により、他の指定参加金融機関

を通じて記録された記録事項等につ

いても集約して開示する機能は実装

しない。 

 

６．支払不能 

（1）支払不能ルールのあり方 

 
○ 電子記録債権の信頼性および流通性を確保するため、「支払不能」
となった利用者（以下「支払不能利用者」という。）の排除を目的に、
支払不能ルールとして、でんさいネットにおいて「支払不能」情報
の登録および当該情報の参加金融機関による共有を行うこととし、
支払不能利用者に対して一定のペナルティを独禁法に抵触しない範
囲で課することとする。 
 
○ 一定のペナルティについては、現行手形制度の取引停止処分制度
と同等とすることを前提とする。 
 
○ でんさいネットにおける支払不能ルールの適用は口座間送金決済
による支払等記録を行えない場合を前提とする。 
 

 
 
 
 
 
 

（2）支払不能事由 ○ 支払不能事由は、次の場合とする。 
支払不能事由０号：口座間送金決済を行うことができなかったが、

支払不能ルールの対象とする必要がないもの
支払不能事由１号：債務者が支払えないもの（支払資金不足） 
支払不能事由２号：債務者が支払わないもの 

 
○ 「支払資金不足」とは、口座間送金決済の方法において、当該債
務者の指定参加金融機関における決済口座から、支払期日の到来し
た電子記録債権について、支払期日に当該債権に係る支払金額相当
額の全額またはその一部について引落しができず、そのため決済が
行えず、結果として支払等記録が行えないこととする。 

○支払不能事由の詳細は別紙Ⅱ６－１
のとおりとする。 
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（3）支払不能ルールの概要 ○ 口座間送金決済にもとづく支払等記録時点（支払期日の２銀行営
業日後）において支払等記録ができず、仕向銀行から「支払不能事
由１号の支払不能通知」または「支払不能事由２号の支払不能通知」
の届出があった電子記録債権に対して、でんさいネットは「支払不
能」の登録を行う。 
ただし、支払不能事由２号については、債務者が「異議申立提供
金」を提供のうえ、「異議申立」を行うことができるものとする。 
 
 
○ 支払不能ルールの適用手続きの概要は以下のとおり。 
①支払不能通知の受領 
でんさいネットは、仕向銀行から送信された支払期日に口座間
送金決済を行うことができなかった電子記録債権に対する「支払
不能通知」を受領する。 
※一債務者に支払期日が同日である複数の電子記録債権が存在す
る場合に、どの債権について口座間送金決済を行い、どの債権
を支払不能とするかは仕向銀行の判断に従う。 

 
②支払不能フラグの登録 
でんさいネットは、支払期日から２銀行営業日後の支払等記録
の登録時限に、支払不能通知にもとづき当該電子記録債権に支払
不能フラグを登録する。 

 
③支払不能ルールの適用 
でんさいネットは、登録した支払不能フラグを元にして、支払
不能ルールが適用される利用者に関する「支払不能（１回目）利
用者通知」および「債務者利用停止措置適用者通知」を作成する。
 
④支払不能ルール適用者の参加金融機関に対する通知 
でんさいネットは、上記③の通知を「支払不能情報センター」
に登録し、同センターは、当該利用者を電子記録債権制度から排
除するため、全参加金融機関に通知する。 

 
○ 支払期日当日の全銀システムのテレ為替通信終了時刻以降、口座
間送金決済による支払等記録時点（支払期日後２銀行営業日目）ま
での間に、口座間送金決済以外の方法により当事者間で決済した場

○異議申立事由の詳細は別紙Ⅱ６－１
のとおりとする。 
 
○異議申立手順は別紙Ⅱ６－４参照。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○支払不能情報の登録項目は、別紙Ⅱ６
－２参照。 
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合であっても、口座間送金決済による支払等記録時点までは、当事
者の支払等記録請求による支払等記録は行わない(当事者の支払等
記録請求自体は認めるが、支払等記録は口座間送金決済による支払
等記録時点に行う)。 
 
○ 「支払不能」の堅確性を確保する観点から、口座間送金決済以外
の方法により当事者間で決済した場合であっても、仕向銀行から「支
払不能事由１号の支払不能通知」または「支払不能事由２号の支払
不能通知」の届出があったものについては「支払不能」の登録を行
うことについて当事者が異議を申立てない旨を業務規程等に規定す
る。 
 
○ 「支払不能」の登録が行われた場合においても、債権者・債務者
の決済が行われた場合には、当事者による支払等記録の請求を行う
ことができることとする。 
 

（4）支払不能情報センター 
 

○ 支払不能情報センター（以下、「センター」という。）は、電子記
録債権の信頼性および流通性確保のため、利用不適格者たる支払不
能利用者の排除を目的に手形交換所における取引停止処分制度の
「取引停止処分照会センター」類似の機能を有する機関として設置
する（「全国銀行個人信用情報センター」類似の与信判断情報提供機
能は保有しない）。 
 
○ センターは、独立の機関ではなく、でんさいネットの業務の一つ
として運営し、でんさいネットシステムの一部にその機能を保有す
る。 
 
○ センターの機能概要は以下のとおり（詳細は別紙Ⅱ６－３参照）。
①支払不能ルール適用者に関する全参加金融機関への通知 
全参加金融機関に対して、支払期日毎に支払不能となった利用
者をまとめて一斉に通知する。 
ア．支払不能（１回目）利用者通知 
イ．債務者利用停止措置適用者通知 

 
②通知の訂正 
③参加金融機関からの支払不能情報に対する照会対応 

 
 
 
 
 
 
 
○センター機能自体を「法人信用情報セ
ンター」として独立させることはしな
い。 
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○ 「支払不能」情報は、利用者を一意に特定する利用者番号により
利用者単位で管理する。 
 
○ 「支払不能」情報の登録および開示に係る利用者の同意は、利用
申請手続きにおいてあわせて取扱う。 
 
 
 
○ 「支払不能」情報の登録自体（内容ではない）に誤りがあった場
合は、でんさいネットは直ちに削除を行う。 
 
 
 
○ 「支払不能」登録情報の保有期間は、でんさいネットの利用停止
期間としての 2 年とする（債権記録の保存期間（法 86 条）（を参考
に登録された日から 10 年間）までの保有は行わない）。 
 

 
 
 
 
○同意文言、同意の範囲など個人情報の
取扱いも含めて、利用申請のあり方と
併せて業務規程あるいは関係細則に
規定する。 
 
○適切な削除が行われなかった場合に
利用者に生じた損害のでんさいネッ
トの責任に関して業務規程等に記載
するものとする。 
 

（5）参加金融機関への開示 
 

○ センターは、「支払不能」情報の被登録者（支払不能利用者）をで
んさいネットの利用者から排除するため、手形交換所における取引
停止処分制度類似の制度として当該情報の参加金融機関への開示を
利用者同意のうえ行う。 
 
○ センターの参加金融機関への開示は、原則として「支払不能」情
報として保有する項目すべてとする。 
 
○ 「支払不能」情報の参加金融機関に対する開示は、次の利用目的
に応じてその各々に定める方法により行う。 
  
①電子記録債権の利用停止（既存取引） 
全参加金融機関に対し、支払不能確定日（＝支払等記録登録時
点）に支払期日ごとに支払不能となった利用者をまとめて一斉に
通知する。 
 

 ②電子記録債権の新規利用禁止（新規取引） 
電子記録債権の新規利用申込を受け付けた参加金融機関が利用
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申込者を指定して「支払不能情報ＤＢ」にアクセスし、「支払不能」
情報の被登録者（支払不能利用者）への該当有無の照会（検索）
を行う。 
 

 

（6）利用者への開示 ○ 利用者に対して支払不能情報の開示は行わないが、個人情報保護
法の対応として、本人開示を許容し、センターで保有している支払
不能情報の全項目を開示する。 
 
○ 個人情報保護法対応としての開示請求は指定参加金融機関経由で
行うこととする（但し、当該指定参加金融機関が破綻し、かつ承継
参加金融機関が存在しない等のやむを得ない場合には、例外的にで
んさいネットに対する直接請求も可能とする）。 
 
○ 利用停止・解約となった利用者に対する開示請求は原則として可
能とする。ただし、開示可能期間は開示対応日から５年間とする。
 

 

（7）支払不能利用者の取扱い 
 

○ 支払不能利用者へのペナルティは、手形交換所規則同等の取引停
止処分制度を設ける。 
ただし、独禁法上の問題について具体的に公取より指摘があった
場合には、次善策として電子記録債権の利用停止・解約を行う方向
で検討（前記（1）参照）。 
 
○ 取引停止処分制度同等のものとして次の取扱いとする。 
  
① 対象：6か月以内に 2回の「支払不能」 
 ② 範囲：参加金融機関の店舗（全国） 
 ③ 義務：電子記録債権利用停止・新規貸出取引停止 
 ④ 違反：罰則・過怠金の対象 
 ⑤ 期間：処分日から 2年間 

○独禁法上いずれの方向も認められな
い場合には、「支払不能」情報は参考
情報としての提供となるが、この場合
には別紙Ⅱ６－３のセンターの制度
設計を再考。 
 
○詳細は独禁法上の問題が解決した段
階で今後検討。 
 
○手形交換所規則と連携した運用は将
来的な課題とする。 
 

７．障害・災害発生時対応（ＢＣＰ） 

（1）障害・災害発生時における業

務継続方針 

 

 

○ でんさいネットは、障害・災害発生時における業務継続に関する

基本方針を策定し、平常時から、障害等の発生に備えて必要な措置

を講じる。（ＢＣＰ基本方針については、別紙Ⅱ７－１参照） 

 

○ ＢＣＰの詳細内容（想定される障害・災害の特定、必要経営資源
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の確保、関係者間における連絡体制の整備等）については、平常時

における業務内容を踏まえ、随時検討する。 

 

○ 定期的な障害訓練を実施し、復旧手順の堅確化を図る。 

 

（2）でんさいネットにおける障

害・災害発生時の対応 

 

 

○ でんさいネットは、業務継続の観点から必要なバックアップシス

テムを構築する。 

 

○ でんさいネットの障害・災害発生時において継続を必須とする業

務は以下とする。 
①参加金融機関と記録機関間をオンラインで処理する電子記録債権

の記録に関する業務 
②参加金融機関に対する決済情報の提供 
 

○ でんさいネットは、必要があると認める場合、業務の取扱時間を

臨時に変更することができるほか、業務の全部または一部を臨時に

停止することができることとする。 

 

○システム停止時の責任分担は以下のとおり。 

 ①参加金融機関への連絡：でんさいネット 

 ②利用者への連絡   ：参加金融機関 

  

○ でんさいネット保有データおよびシステムデータは、外部媒体へ

のバックアップを行い、メイン・バックアップの両センターで保管

する。 

  

 

 

 

 

 

（3）でんさいネット－参加金融機

関間ネットワークにおける障

害・災害発生時の対応 

○ でんさいネットおよび参加金融機関間のネットワークの冗長化を

図るとともに、障害・災害発生時に備え、相互に必要な対応策（業

務の全部または一部停止、代替アクセス手段の提供等）を講じるこ

ととする。 

 

○ でんさいネット－参加金融機関間のネットワークが利用不可能な

場合においてデータの送受信が必要な場合は、Ｅメール（添付ファ

○具体的な連絡体制および左記ネット

ワークの活用が不可能な場合におけ

る対応策として、以下を想定する。 

【参加金融機関への連絡】 

・Ｅメールの活用 

・でんさいネットのＢＣＰ専用サイトに

掲示する 
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イル）の使用を前提にする。 

 

・ＦＡＸの活用など 

【利用者への連絡】 

・でんさいネットのＢＣＰ専用サイトに

掲示する 

・参加金融機関に連絡したうえで、各参

加金融機関が定める方法で連絡する

（Ｅメール、ＦＡＸ、各参加金融機関

独自の専用サイトに掲示等）など 

 

（4）参加金融機関における障害・

災害発生時の対応 

○ 参加金融機関においてシステム障害等があり、参加金融機関シス

テムにおいて記録請求データの作成を行うことができない場合に備

え、でんさいネットでは代行記録請求データ作成ツール（ＢＣＰツ

ール）を準備し、参加金融機関に配付するものとする。 

 

○ ＢＣＰツール（Excel for Windows ファイルの予定）の品質はでん

さいネット側で保証するものとし、同ツールに入力する記録請求デ

ータの内容は参加金融機関で保証するものとする。 

 

○ 参加金融機関において障害・災害が発生した場合は、当該事実を

でんさいネットが、他の参加金融機関へ連絡することとする。 

 

○参加金融機関において本障害・災害が

発生した場合における責任分担につ

いては、参加金融機関業務の整理等を

踏まえ、今後検討。 

 

（5）利用者における障害・災害発

生時の対応 

○ 利用者において障害・災害が発生した場合における責任は、利用

者が負うこととする。 

○利用者における障害・災害発生時の対

応策については、当該利用者が指定し

た参加金融機関が定める取扱いによ

ることを前提に規定化する。 

 

以 上 


